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平成２８年第１回中頓別町議会定例会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

平成２８年３月１日（火曜日） 午前１０時００分開会 

 

第 １ 会議録署名議員の指名                           

第 ２ 議会運営委員会報告                            

第 ３ 会期の決定                                

第 ４ 諸般の報告                                

第 ５ 行政報告                                 

第 ６ 議案第 ７号 中頓別町地方創生基金条例の制定について           

追加日程第１ 議案第 ７号 中頓別町地方創生基金条例の制定について（いきいきふる 

              さと常任委員会委員長報告）              

第 ７ 議案第３２号 平成２７年度中頓別町一般会計補正予算            

第 ８ 議案第３３号 平成２７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算     

第 ９ 議案第３４号 平成２７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算    

第１０ 議案第３５号 平成２７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算    

第１１ 議案第３６号 平成２７年度中頓別町水道事業特別会計補正予算        

第１２ 議案第３７号 平成２７年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算      

第１３ 議案第３８号 平成２７年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算   

第１４ 議案第１０号 難病患者等の援護に関する条例の制定について         

第１５ 議案第１１号 障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例の制定に 

           ついて                           

第１６ 議案第１２号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の制定について   

第１７ 議案第１９号 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を改正する条例 

           の制定について                       

第１８ 議案第１５号 職員給与条例の一部を改正する条例の制定について       

第１９ 議案第１７号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の一部を改正する条例の 

           制定について                        

第２０ 議案第２０号 中頓別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

           び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の 

           ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改 

           正する条例の制定について                  

第２１ 議案第２１号 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

           関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

第２２ 議案第２２号 中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 
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           て                             

第２３ 議案第２３号 中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一部を改正する条例の 

           制定について                        

第２４ 議案第２４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更について      

第２５ 議案第２５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について      

第２６ 議案第３１号 中頓別町道路線の変更について                

 

〇出席議員（８名） 

 １番 佐 藤 奈 緒 君    ２番 長谷川 克 弘 君 

 ３番 西 浦 岩 雄 君    ４番 宮 崎 泰 宗 君 

 ５番 細 谷 久 雄 君    ６番 東海林 繁 幸 君 

 ７番 星 川 三喜男 君    ８番 村 山 義 明 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長   小 林 生 吉 君 

     教 育 長   田 邊 彰 宏 君 

     総 務 課 長   遠 藤 義 一 君 

     総 務 課 参 事   長 尾   享 君 

     総 務 課 主 幹   野 露 みゆき 君 

     総 務 課 主 幹   工 藤 正 勝 君 

     総 務 課 主 幹   笹 原   等 君 

     産 業 建 設 課 長   中 原 直 樹 君 

     産業建設課技術長   山 内   功 君 

     産業建設課参事   平 中 敏 志 君 

     産業建設課参事   藤 田   徹 君 

     産業建設課主幹   永 田   剛 君 

     産業建設課主幹   千 葉 靖 宏 君 

     保 健 福 祉 課 長   矢 上 裕 寛 君 

     保健福祉課参事   吉 田 智 一 君 

     教 育 次 長   青 木   彰 君 

     会 計 管 理 者   藤 井 富 子 君 

     国保病院事務長   小 林 嘉 仁 君 

     国保病院事務次長   今 野 真 二 君 

     自 動 車 学 校 長   大 川 勝 弘 君 
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     こ ど も 館 次 長   遠 藤 美代子 君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     議 会 事 務 局 長   高 井 秀 一 君 

     議会事務局書記   田 辺 めぐみ 君 
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    ◎開会の宣告 

〇議長（村山義明君） ただいまから平成２８年第１回中頓別町議会定例会を開会します。 

（午前１０時００分） 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（村山義明君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、お手元に配付した議事日程第１号のとおりです。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（村山義明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則第１２５条の規定により、４番、宮崎さん、

５番、細谷さんを指名します。 

 

    ◎議会運営委員会報告 

〇議長（村山義明君） 日程第２、議会運営委員会報告を行います。 

 議会運営委員長の報告を求めます。 

 細谷さん。 

〇議会運営委員長（細谷久雄君） 皆さん、おはようございます。議会運営委員会報告を

いたします。 

 平成２８年第１回中頓別町議会定例会の運営に関し、２月１７日及び２月２２日に議会

運営委員会を開催したので、その内容を報告いたします。 

 １、会期ついて、本定例会の会期は本日３月１日から３月１１日までの１１日間とする。

３月６日は休日休会の日であるが、開かれた議会を実践するため、サンデー議会とし、町

政執行方針、教育行政執行方針、一般質問を行う。会議に付された事件が全て終了した場

合は、会議規則第７条の規定により、会期を残し、閉会する。 

 ２、一般質問について、通告期限内に通告したのは７議員である。 

 ３、町側から提案された議案の取り扱いについて、議案第４号から第９号、第１３号及

び第１４号、第１６号、第１８号、第２６号から第３０号、第４７号、以上１６議案につ

いては、いきいきふるさと常任委員会に付託して審査する。議案第３９号から第４６号、

平成２８年度中頓別町各会計予算は、議長発議による議員全員で構成する予算審査特別委

員会を設置し、３月１０日から審査をする。 

 ４、閉会中の陳情、請願などの取り扱いについて、全議員に写しを配付し、発議者を募

る取り扱いとしたが、発議者はなく、議長預かりとした。 

 ５、テレビ中継について、３月６日午前１０時からのサンデー議会及び３月１０日から

の予算審査特別委員会の開始から終了まで、役場町民ホールと町民センター旧教育長室に

設置されたテレビに議場から中継を行う。 
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 以上で議会運営委員会委員長報告を終わります。 

〇議長（村山義明君） これにて議会運営委員会報告は終了しました。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（村山義明君） 日程第３、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会報告のとおり、本日３月１日から３

月１１日までの１１日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日３月１日から３月１１日までの１１日間とすることに決

しました。 

 お諮りします。３月６日は日曜日であり、休日休会の日ですが、議会運営委員会報告の

とおり、町民に開かれた議会を実践するためサンデー議会とし、特に会議を開くことにし

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、３月６日は会議を開くことに決定しました。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（村山義明君） 日程第４、諸般の報告を行います。 

 議長一般報告及び２月１日、稚内市で開催された宗谷町村議会議長会定期総会報告、監

査委員の例月出納検査報告、町長からの中頓別町教育大綱策定の報告、第７期中頓別町総

合計画前期実施計画の第１５回変更報告につきましては、お手元に印刷配付のとおりです

ので、ごらんの上、ご了承願います。 

 所管事務調査報告は、いきいきふるさと常任委員会委員長からいたさせます。 

 東海林さん。 

〇いきいきふるさと常任委員長（東海林繁幸君） おはようございます。いきいきふるさ

と常任委員会は、２月２日並びに２月９日両日においてそれぞれ所管事務調査をしており

ますので、その結果を報告いたします。 

 平成２８年２月４日、中頓別町議会議長、村山義明様。 

 いきいきふるさと常任委員会委員長、東海林繁幸。 

 所管事務調査報告書。 

 本委員会は、所管事務調査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。 

 調査事項、ピンネシリ温泉の運営について。 

 調査の方法、資料による説明聴取。 

 調査の期間、平成２８年２月２日。 
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 場所、議場。 

 調査の結果、本委員会は、２月２日、平成２７年第４回定例会議決の継続調査のうち、

ピンネシリ温泉の運営について調査を行いました。宿泊者数について、４月から１２月ま

での累計２，５６３人、１月分は温泉からの聞き取りで２４０人となっています。今後の

見込みについては、２月、３月を昨年実績で見込み、総数で３，１９１人を見込み、前年

度比マイナス２６０人程度と見込んでおります。入館者数については、４月から１２月ま

での累計８，３５６人、１月は７１７人で、２月、３月を昨年と同数で見込み、１万３０

０人程度の利用実績を見込んでおり、７００人程度の増を見込んでおります。会食者数に

ついては、４月から１２月までの累計で３５件５３１人、１月は２件２６人で昨年度から

落ち込んでおります。３月の送別会シーズンの利用によって変動するが、前年度４０件６

９０人を下回ると見込んでおります。損益計算書で１２月までは実績、１月から３月まで

は昨年度の実績で見込み、収支は４２万７，０００円の黒字を見込んでおります。 

 【意見】 

 （１）、今年度３月３１日で指定管理期間が満了することに伴い、新年度からの指定管

理料の積算に当たっては、人件費など適正な積算をすべきである。 

 （２）、温泉施設運営だけでなく、敏音知地区観光施設全体の運営計画を早急に整備す

べきである。 

 以上であります。 

 続きまして、平成２８年２月９日の所管事務調査について報告いたします。 

 調査事項、（１）、放課後子どもプランの推進について、（２）、教育関連施設整備の

考え方について、（３）、「未来を担う子どもの健全育成と教育の基金」を活用した事業

について、（４）、就学援助事業の考え方について、（５）、町内工事視察、①、デイサ

ービスセンター長寿園、②、国保病院リハビリ施設、③、定住促進住宅。 

 調査の方法、資料による説明聴取、現地視察。 

 調査の期間、平成２８年２月９日。 

 場所、議場並びに現地であります。 

 調査の結果、本委員会は、２月９日、平成２７年第４回定例会議決の継続調査のうち、

緊急を要する事項として調査を行いました。（１）、放課後子どもプランの推進について。

これまでの放課後児童クラブと放課後子ども教室を一体的に推進するもので、利用料につ

いて放課後児童クラブ月１万８１０円、ひとり親家庭児童６，４８０円、放課後子ども教

室は無料を平成２８年度から１０日以上利用で定額１，０００円、１０日未満は１日１０

０円とする内容。（２）、教育関連施設整備の考え方について。中学校校舎の耐力度調査

を行った結果、耐震性がある建物との結果が得られた。これまで改築を想定していたが、

長寿命化対策と廊下の寒さ対策を実施したい。小学校については大規模改修を実施したい。

寿スキー場リフト整備が年数経過により耐えられない状況となっており、総工費約２億５，

０００万円でリニューアルを計画している。（３）、「未来を担う子どもの健全育成と教
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育の基金」を活用した事業について。平成２７年度末１，５６９万円の「未来を担う子ど

もの健全育成と教育の基金」と一般寄附金を財源として（仮称）夢と希望を！感動体験事

業を実施したい。（４）、就学援助事業の考え方について。平成２６年、２７年度におい

て１．１倍であった就学援助費の生活保護費に対する倍率を平成２８年度から１．３倍に

し、援助を手厚くしたい。（５）、町内工事視察。デイサービスセンター長寿園、国保病

院リハビリ施設、定住促進住宅、以上３施設。 

 （１）、（３）～（４）については説明により了承いたしました。（２）については、

今後具体的な事業計画の策定時に協議することにいたしました。（２）というのは、教育

関連施設整備の考え方であります。 

 以上で所管事務調査報告といたします。 

〇議長（村山義明君） これにて諸般の報告は終了しました。 

 

    ◎行政報告 

〇議長（村山義明君） 日程第５、行政報告を行います。 

 町長から報告の申し出がありますので、これを許します。 

 小林町長。 

〇町長（小林生吉君） 皆さん、おはようございます。本日平成２８年第１回の定例会を

招集いたしましたところ、悪天候にもかかわらずご参集を賜りまして、まことにありがと

うございます。本議会につきましては、人口減少対策、地方創生、関連する事業等の重要

な案件を多くご提案をさせていただいている議会であります。ぜひとも熱いご審議を賜り

ますようにお願いを申し上げたいと思います。 

 私のほうから行政報告として２点させていただきたいと思います。 

 １点につきましては、国保病院理学療法士の採用決定についてであります。平成２８年

度からリハビリテーションを開始するため理学療法士あるいは作業療法士を募集していま

したが、４月１日着任で理学療法士の採用が決定いたしましたので、ご報告いたします。 

 ２点目は、平成２７年度の国勢調査の結果についてであります。日本国内に住む全ての

の人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、統計法という法律に基づいて５年に

一度実施される国勢調査の結果が２月１７日に公表されました。当町においては、人口総

数が１，７５２人、世帯総数が７８２世帯となりました。人口総数では前回の平成２２年

調査から２２２人の減、減少率１１．２％であります。世帯総数では３５世帯の減で、減

少率４．３％となったところであります。 

 なお、一般行政報告の一覧をおつけしておりますけれども、昨日予定をしておりました

天北３町村町村長会議につきましては、悪天候のために延会となっております。近くまた

会議を持つ予定になっておりますけれども、案件としては天北線バスの運行に関する協議

ということでありまして、内容につきましてはまたご報告をさせていただきたいと思いま

す。 
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 以上であります。 

〇議長（村山義明君） ただいまの行政報告について質疑はございませんか。 

 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） 理学療法士の採用が決定したということで、長年病院の事務長

を初め町長たちが採用のために努力してきた結果が報われて、大変ご苦労さまでした。住

民も大変喜ぶと思うのです。 

 それで、ちょっとだけ伺いたいのは、どういう方なのですか。新卒の方なのか、実務経

験がおありの方なのか、その辺当町としてもリハビリ施設をつくって、初めてリハビリと

いうことをやる。今までのは物療ですよね、言うなれば。その辺の運営にやっぱり新卒だ

ったら大変かなと思うことと新卒だからこそ真っ白い紙で十分にやってもらえるのかなと

も期待もできるわけですが、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 小林病院事務長。 

〇国保病院事務長（小林嘉仁君） では、答弁させていただきます。 

 今回採用を決定しました理学療法士につきましては、実は面接、１人目はまず採用ちょ

っと難しいかなということで採用を見送っていました。２人目で採用を決定したところで

す。この方については、年齢が４０歳ちょっとということで、経験年数も非常に長い状況

であります。加えて、リハビリの学校の講師もやったことがあるという先生でいらっしゃ

いまして、実は本州のほうの方なのですけれども、北海道に既に４年間くらいいらっしゃ

います。南のほうにいらっしゃるのですけれども、そこで働いていたという先生でござい

ます。そこでもリハビリ施設の立ち上げについて熱心に進められてきたという事前情報等

もいただいておりまして、非常に優秀な方ではないかなというふうに考えています。 

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認めます。 

 これで行政報告は終了しました。 

 

    ◎議案第７号 

〇議長（村山義明君） 日程第６、議案第７号 中頓別町地方創生基金条例の制定の件を

議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第７号 中頓別町地方創生基金条例の制定について、長尾総

務課政策経営室参事から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） おはようございます。それでは、議案第７号 中頓別町地

方創生基金条例の制定についてご説明させていただきます。 
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 議案第２３ページをお開きください。議案第７号 中頓別町地方創生基金条例の制定に

ついて。 

 中頓別町地方創生基金条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ２５ページをお開きください。制定の要旨でご説明いたします。国全体において少子高

齢化や人口減少が急速に進む中、中頓別町が活力を維持しながら発展していくことを目的

に中頓別町総合戦略を本年度作成しました。これから中頓別町総合戦略に沿って施策を実

施していくこととしており、その費用に充てるため、特定目的基金を設置するとともに、

中頓別町地域振興基金及び中頓別町農林業活性化基金を統合し、円滑な事業推進、財政運

営を図るものです。 

 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいま議題となりました議案第７号は、議会運営委員会報告のとおり、

いきいきふるさと常任委員会に付託して調査したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、いきいきふるさと常任委員会に付託して審査することに決定い

たしました。 

 常任委員会審査のため、ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１０時４６分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎日程の追加 

〇議長（村山義明君） お諮りします。 

 ただいま議案第７号について、いきいきふるさと常任委員会委員長報告が提出されまし

た。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号のいきいきふるさと常任委員会委員長報告を日程に追加し、追加日

程第１として議題とすることに決定しました。 

 

    ◎議案第７号 

〇議長（村山義明君） 追加日程第１、議案第７号 中頓別町地方創生基金条例の制定の

件、いきいきふるさと常任委員会委員長報告を議題とします。 

 本件につきまして、いきいきふるさと常任委員会委員長の報告を求めます。 

 東海林さん。 

〇いきいきふるさと常任委員長（東海林繁幸君） いきいきふるさと常任委員会審査報告

をいたします。 

 審査報告書の朗読をもって報告とさせていただきます。 

 平成２８年３月１日、中頓別町議会議長、村山義明様。 

 いきいきふるさと常任委員会委員長、東海林繁幸。 

 いきいきふるさと常任委員会審査報告書。 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第７７

条の規定により報告します。 

 事件の番号、議案第７号、議案名、中頓別町地方創生基金条例の制定について、審査の

結果、原案可決。 

 以上、報告いたします。 

〇議長（村山義明君） 報告が終わりましたので、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

 これより議案第７号 中頓別町地方創生基金条例の制定の件ついて討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第７号を採決します。 

 本件に対する委員長の報告は可決です。 

 議案第７号は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号 中頓別町地方創生基金条例は委員長報告のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３２号 

〇議長（村山義明君） 日程第７、議案第３２号 平成２７年度中頓別町一般会計補正予
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算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３２号 平成２７年度中頓別町一般会計補正予算につきま

して、長尾総務課参事から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 議案第３２号 平成２７年度中頓別町一般会計補正予算に

ついてご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。平成２７年度中頓別町の一般会計補正予算は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億９，７６５万５，０

００円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３５億３，０６７万２，００

０円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

 第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 （地方債の補正） 

 第３条 既定の地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

 平成２８年３月１日、中頓別町長、小林生吉。 

 ６ページをごらんください。第２表、繰越明許費は、２款総務費、１項総務管理費、ネ

ットワーク強靱化対策事業２，９４５万７，０００円及び３款民生費、１項社会福祉費、

年金生活者等支援臨時福祉給付金事業１，５２５万３，０００円を翌年度に繰り越して執

行するものでございます。繰り越しの理由は、ネットワーク強靱化対策事業及び年金生活

者等支援臨時給付金事業の両事業とも国の緊急補正予算成立に合わせ、平成２８年度に繰

り越して実施することとなったものであります。 

 第３表、地方債補正、１点目は事業費の確定に伴う過疎対策事業債の限度額の変更でご

ざいます。変更前の過疎対策事業債の限度額１億６，５５０万円を変更後１億７，２４０

万円とするもので、起債の方法、利率等に変動はございません。変更になった事業のみご

説明いたします。森林管理道弥生線開設事業の限度額を変更前１，３７０万円から変更後

１，３４０万円に、町道あかね２号線整備事業の限度額を変更前２，４５０万円から変更

後１，７９０万円に、へき地教員住宅事業の限度額を変更前１，３００万円から変更後１，

２２０万円に、看護師宿舎整備事業を変更前３，０００万円から変更後２，６３０万円に

変更し、国保病院リハビリ施設増設事業を新規に１，８３０万円追加するものであります。 
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 ２点目は、新規の地方債の追加でございます。起債の目的は一般補助施設等整備事業債

としましてネットワーク強靱化対策事業、限度額２，４３０万円、起債の方法は証書借り

入れ、利率は３％以内、償還の方法は借り入れ先の融資条件または借り入れ先との協定に

よる。ただし、財政状況等により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしく

は低利に借りかえすることができるを追加するものであります。 

 ２２ページ、歳出からご説明いたします。今回の予算につきましては、多くの款、項、

目におきまして人件費、物件費あるいは事業費確定等に伴う既定予算の精査、不用額の減

額、決算見込み等に基づく補正でございます。 

 １款議会費、１項１目議会費では、既定額から３９万３，０００円を減額し、４，７５

１万４，０００円とするもので、３節職員手当等では扶養手当、期末手当、人事院勧告に

伴う勤勉手当など、さらには時間外手当の減に伴い１２万３，０００円の追加、４節共済

費では職員手当の増に伴い共済組合負担金１万９，０００円を追加、９節旅費では委員会

の視察研修費、費用弁償、要請、陳情旅費の減による３３万７，０００円を減額、１１節

需用費では議会だよりの発行ページ数の減により４８万円を減額、１３節委託料では会議

時間数がふえたことにより会議録調製委託料２９万３，０００円を追加、１４節使用料及

び賃借料では委員会の視察研修に伴う高速料金の減により１万１，０００円の減額となっ

ております。 

 ２３ページをごらんください。総務費につきましては、所管課配付の予算説明資料がご

ざいますので、ご参照いただきますようお願いいたします。２款総務費、１項総務管理費、

１目一般管理費では、既定額から１，３９６万４，０００円を減額し、３億９，０６８万

３，０００円とするものです。主な増減理由は、２節給料及び３節職員手当等では他部局

との人事異動、昇格、昇給、退職などに伴い６０万円及び８０万円を減額、４節共済費も

同様に会計間人事異動、職員の退職に伴い７５０万円の減額、７節賃金、８節報償費では

予算の精査により不用額を減額、９節旅費では町長公務、職員研修旅費として４２万円を

追加、１１節需用費では各種追録代に８万１，０００円を追加、１３節委託料では健康診

断委託料を予算の精査により不用額を減額、１８節備品購入費では町民の皆様に情報冊子

等を自由に閲覧していただけるように町民ホールに書架を購入するための予算計上であり

ます。２４ページ、１９節負担金補助及び交付金では、主に退職手当組合負担率の確定に

より減額となっております。 

 ２目財政管理費では、既定額から１万１，０００円を減額し、５２４万８，０００円と

するもので、１３節委託料で予算の精査により不用額を減額するものです。 

 ３目文書広報費では、既定額から１７万８，０００円を減額し、２３３万９，０００円

とするもので、事務費予算の精査による９節旅費で２万８，０００円、１１節需用費で１

５万円の減額となっております。 

 ４目財産管理費では、既定額から２０３万８，０００円を減額し、１，８３７万２，０

００円とするもので、１２節役務費から２７節公課費まで予算の精査及び入札減による不
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用額を減額するものです。 

 ５目企画費では、既定額から６７７万９，０００円を減額し、４，６９６万３，０００

円でございます。４節共済費から２５ページ、１９節負担金補助及び交付金まで、いずれ

も事業実績に基づく予算の精査、不用額の減額でございます。 

 ７目生活安全推進費は、既定額から５万８，０００円を減額し、１００万２，０００円

とするもので、実績に基づく予算の精査により１節報酬で１万８，０００円、９節旅費で

４万円の減額となっております。 

 ８目防災対策費では、既定額から３万２，０００円を減額し、７万９，０００円とする

もので、１１節需用費で予算の精査により不用額を減額するものです。 

 ２６ページ、９目バス転換関連施設維持管理費では、既定額から１０万円を減額し、３

４７万円とするもので、内容は１１節需用費で消耗品の不用額の減額となっております。 

 １０目情報推進費では、既定額に３，１４４万円を追加し、３，８０８万円とするもの

で、１３節委託料では第２条で説明した繰越明許事業としてネットワーク強靱化対策委託

料を計上、これは自治体情報の強靱化を図るため、総合行政ネットワーク、ＬＧＷＡＮ接

続系とインターネット接続系を分割、マイナンバー利用端末からの情報持ち出し不可設定

を図るための委託業務であります。１８節備品購入費で新規採用職員用パソコン端末５台、

老朽化に伴うプリンターの更新１台、ペーパーレスを進めることと情報発信のためのタブ

レット端末２台を購入するための計上でございます。 

 ２項徴税費、１目税務総務費では、既定額から４万１，０００円を減額し、４７５万４，

０００円とするもので、内容は９節旅費及び１１節需用費で不用額の減額でございます。 

 ２７ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費では、既定額から１８万６，０００円を減額

し、１，８０８万５，０００円とするもので、内容は９節旅費及び１３節委託料で実績に

基づく予算の精査により４万円及び６万２，０００円の減額、１８節備品購入費では予算

の精査による減額のほか戸籍住民情報を担当者以外閲覧防止するためのパーティション、

机上ラック、プリンターラックを購入するものであります。１９節負担金補助及び交付金

では、事業実績に基づく予算の精査による減額のほか、マイナンバー導入に伴う通知カー

ド・個人番号カード関連事務委託交付金を追加計上するものであります。 

 ２目戸籍共同運用費では、既定額から２９万１，０００円を減額し、３５５万９，００

０円とするもので、１９節負担金補助及び交付金で事業実績に基づく予算の精査による減

額でございます。 

 ２８ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費は、既定額に１３万７，０００円を追

加し、９４万円とするもので、選挙基準改正に伴う選挙人名簿システム改修委託料を計上

するものであります。 

 ４目知事道議会議員選挙費は、既定額から１１８万６，０００円を減額し、１５３万９，

０００円とするもので、節の説明は省略させていただきますが、いずれも選挙事務費の確

定による不用額の減額でございます。 
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 ５目町長町議会議員選挙費は、既定額から２４万３，０００円を減額し、２９４万１，

０００円とするもので、節の説明は省略させていただきますが、いずれも選挙事務費の確

定による不用額の減額でございます。 

 ２９ページ、５項統計調査費、１目統計調査総務費では、既定額から１８万２，０００

円を減額し、２０７万６，０００円とするもので、１節報酬及び１２節役務費にて国勢調

査を初めとする各統計調査事業費の確定に伴う不用額の減額でございます。 

 ３０ページをお開きください。民生費、衛生費につきましては、所管課配付の予算説明

資料がございますので、ご参照いただきますようお願いいたします。３款民生費、１項社

会福祉費、１目社会福祉総務費では、既定額に１，５０１万７，０００円を追加し、２，

７５７万１，０００円とするもので、第２表で説明いたしました繰越明許事業として、年

金生活等支援臨時福祉給付金事業として７節賃金３６万３，０００円、１１節需用費７０

万円、１２節役務費９万円、２０節扶助費１，４１０万円、計１，５２５万３，０００円

を計上し、翌年度に繰り越して執行するものでございます。繰越明許事業以外の７節賃金

から２０節扶助費までにつきましては、実績に応じ不用額の減額でございます。 

 ２目老人福祉費では、既定額から６７０万６，０００円を減額し、２億２，６２９万４，

０００円とするもので、８節報償費、１１節需用費、１３節委託料とも事業実績に伴い不

用額を減額、３１ページ、１８節備品購入費では入札減による減額、１９節負担金補助及

び交付金では在宅老人デイサービスセンター復旧事業補助金において保険料が増額になっ

たことにより補助金額を減額、２０節扶助費では後期高齢者お見舞い金助成負担金の実績

を勘案し、１５０万円を減額するものでございます。 

 ４目障害者福祉費では、既定額に６３４万８，０００円を追加し、１億７３万９，００

０円とするもので、内容は８節報償費では成年後見人の実績増による追加、１３節委託料

は実績見込みによる不用額を減額するものであります。２０節扶助費では、障害者総合支

援給付費６７０万円、日常生活用具給付費で６万円を追加したほか、障害者医療費、補装

具給付費は実績見込みによる減額であります。 

 ６目災害救助費では、既定額の１，１００万円を皆減するもので、２０節扶助費及び２

１節貸付金において災害弔慰金、災害見舞金、災害貸付金のいずれも支出見込みがないと

判断したところであります。 

 ３２ページ、６目重度心身障害者特別対策費では、既定額に１９０万１，０００円を追

加し、１，１６３万円とするもので、２０節扶助費で重度心身障害者医療費の伸びによる

追加計上、２３節償還金利子及び割引料は医療費の返還金の計上であります。 

 ７目地域福祉対策事業費では、既定額から４０万円を減額し、７８２万７，０００円と

するもので、１３節委託料で老人単身者住宅の緊急通報システム導入対象者の利用減によ

るものであります。 

 ２項児童福祉費、１目子ども医療費では、既定額に５１万円を追加し、３６８万３，０

００円とするもので、１２節役務費で実績見込みによる１４万円の減額、２０節扶助費で
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子供医療の伸びによる６５万円の追加計上でございます。 

 ２目児童措置費では、既定額から２２５万７，０００円を減額し、１，９５０万６，０

００円とするもので、１１節需用費では予算の精査による２万４，０００円の減額、１３

節委託料では社会保障・税番号制度、マイナンバー導入に伴うシステムの改修委託料とし

て１１８万６，０００円の計上、３３ページ、１９節負担金補助及び交付金では南宗谷子

ども通園センター負担金を実績見込みによる１万４，０００円の減額、２０節扶助費では

児童手当の実績見込みによる不用額３４０万５，０００円を減額するものであります。 

 ４目認定こども園費は、既定額から１６１万５，０００円を減額し、１，４１５万３，

０００円とするもので、７節賃金から１９節負担金補助及び交付金まで、いずれも予算を

精査し、不用額を減額するものであります。 

 ５目地域子育て支援費は、既定額から１万円を減額し、５４万６，０００円とするもの

で、１１節需用費の不用額を減額。 

 ６目放課後児童健全育成費は、既定額から２５万円を減額し、１１９万４，０００円と

するもので、７節賃金の不用額を減額するものであります。 

 ３４ページをごらんください。４款衛生費、１項保健衛生費、１目予防費では、既定額

から１２１万３，０００円を減額し、８３２万１，０００円とするもので、１３節委託料

及び１９節負担金補助及び交付金にて実績見込みによる不用額の減額でございます。 

 ２目母子衛生費では、既定額から１０４万円を減額し、２０２万円とするもので、８節

報償費では母子健康相談・健康教育事業報償費について講師が報償費不用になったことに

より皆減、１３節委託料、２０節扶助費において対象者の見込み減により不用額を減額す

るものであります。 

 ３目環境衛生費では、既定額から４１３万４，０００円を減額し、１億１，８３８万７，

０００円とするもので、７節賃金から１３節委託料まで実績見込み及び事業費の確定によ

る不用額の減額、３５ページ、１５節工事請負費及び１９節負担金補助及び交付金につい

て入札減及び実績見込みによりそれぞれ不用額を減額するものであります。 

 ４目墓地火葬場費は、既定額から１万円を減額し、６０１万４，０００円とするもので、

１１節需用費の不用額を減額するものであります。 

 ５目病院費では、既定額に１億４，４４１万３，０００円を追加し、３億２，０３０万

５，０００円とするもので、国保病院事業会計の収益決算の見通しに合わせ１９節負担金

補助及び交付金で基礎年金拠出金公的負担分を５７万３，０００円減額したほか、運営事

業補助金で９，０４３万円、建設改良費単独事業費分として７１万３，０００円、建設改

良費過疎債分として看護師宿舎整備事業の事業費確定に伴う減額及びリハビリ施設増設事

業の新規計上による１，４６０万円の追加、救急医療費分として３，２８５万７，０００

円、累積欠損金解消分として５００万円、さらには訪問看護事業実施に伴う在宅医療提供

体制強化分として１３８万６，０００円をそれぞれ新規計上とさせていただいたところで

あります。 
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 ７目地域保健対策費では、既定額から３万４，０００円を減額し、４２万２，０００円

とするもので、９節旅費の不用額を減額するものであります。 

 ８目健康増進費では、既定額から１５７万７，０００円を減額し、５７５万５，０００

円とするもので、８節報償費から３６ページ、１８節備品購入費までいずれも実績から不

用額を減額するものでございます。 

 ３７ページをごらんください。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費では、

既定額から９万３，０００円を減額し、２５９万７，０００円とするもので、９節旅費の

不用額を減額するものであります。 

 ２目農業振興費では、既定額に１，３５６万１，０００円を追加し、８，２１８万円と

するもので、９節から１５節工事請負費までそれぞれ事業の確定により不用額を減額した

ものであります。１９節負担金補助及び交付金では、地域の確定による減額のほか道から

の補助をもって実施する新規就農者等の経営が軌道に乗るまでの間に対する支援、青年就

農給付事業補助金として７５万円及び農地の集積、集約化に協力する場合の支援、耕作者

集積協力金１，３５０万８，０００円を新規計上しております。 

 ３目畜産業費では、既定額から１８７万８，０００円を減額し、２，８８２万６，００

０円とするもので、９節旅費から３８ページ、２７節公課費まで、それぞれ事業の確定、

実績見込みにより不用額を減額するものであります。 

 ４目有害鳥獣対策費では、既定額に９０万３，０００円を追加し、１，３３９万円とす

るもので、８節報償費に道補助対象の緊急捕獲事業分有害鳥獣捕獲報償費を１３０万４，

０００円の追加計上、９節旅費、１４節使用料及び賃借料は実績見込みによる不用額を減

額するものであります。１９節負担金補助及び交付金では、猟銃免許試験等の受験見込み

がないことによる皆減であります。 

 ３９ページです。２項林業費、１目林業振興費では、既定額から８１万２，０００円を

減額し、１，８４１万４，０００円とするもので、９節旅費、１２節役務費については予

算精査による不用額の減額、１５節工事請負費は工事の確定に伴う追加計上及び不用額の

減額であります。１９節負担金補助及び交付金も各事業の確定に伴う不用額の減額であり

ます。 

 ２目林道費は、既定額から６６万７，０００円を減額し、３，５４０万２，０００円と

するもので、１１節需用費から１９節負担金補助及び交付金まで予算精査、事業費の確定

に伴う減額であります。 

 ４０ページをごらんください。７款１項商工費、２目観光費では、既定額から１８９万

３，０００円を減額し、４，８９７万７，０００円とするもので、４節共済費から１５節

工事請負費まで予算精査、実績見込み、入札減に伴う減額であります。 

 ４１ページをお開きください。８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費では、既

定額から３４万５，０００円を減額し、４，２５１万４，０００円とするもので、１３節

委託料から１６節原材料費まで予算精査、実績見込みによる減額であります。 
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 ２目橋梁維持費では、橋梁補修の必要が生じなかったため、既定額１０万２，０００円

を皆減するものであります。 

 ３目道路新設改良費は、既定額から８８２万２，０００円を減額し、７，６５６万９，

０００円とするもので、１５節工事請負費では事業費確定による減額、１７節公有財産購

入費、２２節補償補填及び賠償金については購入及び補償の必要が生じなかったことによ

る皆減でございます。 

 ４２ページ、３項河川費、１目河川総務費では、既定額から２５万７，０００円を減額

し、１８３万円とするもので、７節賃金、１１節需用費、１４節使用料及び賃借料につい

て不用額の減額及び追加、１３節委託料は額の確定による追加及び大雨時の臨時操作委託

料の計上であります。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費では、既定額から１０万７，０００円を減額し、１，３７

１万５，０００円とするもので、１１節需用費ではあかね拡充団地の温水器１台の不良に

伴う交換費３２万３，０００円を計上、１５節工事請負費で事業費確定による不用額の減

額であります。 

 ４３ページ、２目住宅建設費では、既定額から２６４万１，０００を減額し、３，８３

７万８，０００円とするもので、１５節工事請負費は定住促進住宅整備事業の事業費確定

に伴う減額、１９節負担金補助及び交付金は住宅建設促進助成金の対象がなかったことに

よる皆減であります。 

 ４４ページをお開きください。９款１項１目消防費につきましては、既定額から２０９

万４，０００円を減額し、１億５，４８１万５，０００円とするもので、１９節負担金補

助及び交付金で南宗谷消防組合負担金の減額であります。詳細につきましては、議案書の

最終のページにあります平成２７年度一般会計予算（別紙内訳）明細書でご説明いたしま

す。中頓別支署費、１１節需用費では光熱水費、燃料費で節減による精査で、合わせて４

９万円を減額、１２節役務費では通信運搬費で３万７，０００円、手数料で２３万６，０

００円の減額で、いずれも予算精査によるものです。１３節委託料については、Ｂ型肝炎

検査、感染性ウイルス検査などの精査による２４万５，０００円の減額であります。１８

節備品購入費につきましては消火用ホース購入に伴う見積もり合わせによる減、１９節負

担金補助及び交付金では消防本部費負担金で１５万３，０００円、救命士旭川日赤病院実

習負担金で１万８，０００円など予算精査により合わせて１９万円の減額であります。 

 ２ページ、中頓別消防団費では、１節報酬で消防団員の年度内入退団に伴う精査による

１３万円の減額、１１節需用費では燃料費、光熱水費での節減と消防団員用活動服と防火

衣購入に伴う入札減により合わせて７５万６，０００円の減額となっております。 

 ４５ページにお戻りください。教育費につきましては、所管課配付の予算説明資料がご

ざいますので、ご参照いただきますようお願いいたします。１０款教育費、１項教育総務

費、１目教育委員会費では、既定額から８万円を減額し、７７万７，０００円とするもの

で、１節報酬では委員長職の廃止による予算額の組みかえ、予算の精査による不用額の減
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額、９節旅費、１１節需用費については予算の精査による不用額を減額したものでありま

す。 

 ２目事務局費では、既定額から５２２万円を減額し、７，０８６万４，０００円とする

もので、２節給料、３節職員手当等及び４節共済費、１９節負担金補助及び交付金の退職

手当組合負担金につきましては、教育長の交代、職員の人事異動などによる減額でござい

ます。９節旅費から１９節負担金補助及び交付金まで、主に予算の精査、実績確定による

不用額を減額しております。 

 ３目住宅管理費では、既定額から１１０万円を減額し、３，２６５万５，０００円とす

るもので、１１節需用費で予算額の精査による不用額の減額、４６ページ、１５節工事請

負費では予算額の精査、事業費の確定による減額であります。 

 ２項小学校費、１目学校管理費では、既定額から１２２万５，０００円を減額し、１，

６６４万５，０００円とするもので、１１節需用費、１５節工事請負費とも不用額をそれ

ぞれ減額しております。 

 ２目教育振興費では、既定額から２０万７，０００円を減額し、６７６万９，０００円

とするもので、１８節備品購入費で不用額の減額であります。 

 ４７ページ、３項中学校費、１目学校管理費では、既定額から２０９万円を減額し、１，

２２０万７，０００円とするもので、１１節需用費から１３節委託料まで、いずれも予算

額の精査、入札減による不用額の減額であります。 

 ２目教育振興費では、既定額から３６万６，０００円を減額し、１８４万５，０００円

とするもので、２０節扶助費で不用額の減額であります。 

 ４項社会教育費、２目町民センター費では、既定額から２７万５，０００円を減額し、

８３９万円とするもので、７節賃金では管理人賃金改定による４万５，０００円の追加、

１１節需用費は予算額の精査による減額、１８節備品購入費はワイヤレスマイク２本の不

良に伴う購入費８万円を計上するものであります。 

 ４８ページ、３目社会教育施設費は、既定額に１３万円を追加し、４００万円とするも

ので、１８節備品購入費にて郷土資料館図書室ＦＦストーブの故障による購入費を計上し

ております。 

 ４目多目的集会施設費は、既定額から３万３，０００円を減額し、１４１万５，０００

円とするもので、１５節工事請負費の不用額の減額であります。 

 ５目創作活動施設費は、既定額から１１万９，０００円を減額し、７２万円とするもの

で、１８節備品購入費の不用額の減額であります。 

 ５項保健体育費、２目山村プール費は、既定額から１７万円を減額し、１４１万６，０

００円とするもので、７節賃金から１３節委託料まで不用額を減額するものであります。 

 ４目学校給食費は、既定額に４万３，０００円を追加し、１，２３２万２，０００円と

するもので、１節報酬は予算精査による不用額の減額、７節賃金では臨時調理員の賃金改

定による７万８，０００円の追加、４９ページ、９節旅費から１３節委託料まで予算精査
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による不用額の減額、１８節備品購入費では予算精査による不用額の減額のほか年数経過

に伴うサポート終了等による給食管理・栄養計算システムソフト、経年劣化による中ぶた

つき保温食缶８個、米飯箱８個の購入費６８万円を新規計上しております。 

 ５０ページをごらんください。１１款１項公債費、１目元金では、平成１６年度に借り

入れた減税補てん債及び臨時財政対策債の利率の見直しに伴い、既定額に３８万９，００

０円を追加し、４億９，７８４万６，０００円とするものでございます。 

 ２目利子では、既定額から１０２万３，０００円を減額し、４，３９０万８，０００円

とするものであります。２３節において地方債償還利子として１６年度借り入れの減税補

てん債及び臨時財政対策債の利率の確定で７６万５，０００円を減額、平成２６年度借り

入れ分は同じく利率の確定により２５万８，０００円を減額するものであります。 

 ５１ページをお開きください。１２款諸支出金、１項１目特別会計繰出金では、既定額

に２，３０７万６，０００円を追加し、１億６，０２２万９，０００円とするもので、２

８節繰出金として各会計の決算見込みに基づき、国民健康保険事業特別会計に対して１，

１６０万２，０００円、水道事業特別会計に対して１３０万４，０００円、後期高齢者事

業特別会計に対し６６万１，０００円、自動車学校事業特別会計に対し１，０８３万１，

０００円をそれぞれ追加、減額するものでございます。 

 ２項基金費、１目畜産振興基金費では、既定額から７万８，０００円を減額し、８３万

５，０００円とするもので、国営草地弥生団地採草地貸付収入と基金の利息の合計額が既

定額に満たなかったため、その差額を２５節積立金として減額するものでございます。 

 ２目減債基金費では、既定額に基金の利息１９万３，０００円を追加し、１，３１９万

３，０００円としたところでございます。 

 ３目地域活性化基金費では、既定額に基金の利息１１万１，０００円を追加し、７，０

９１万１，０００円とするものでございます。 

 ５２ページ、４目まちづくり基金費では、基金の利息３万８，０００円を計上。 

 ５目地域福祉基金費では、基金の利息３万５，０００円を計上。 

 ６目財政調整基金費では、基金の利息１８万９，０００円を計上。 

 ７目天北線代替輸送確保基金費では、基金の利息１０万８，０００円を計上。 

 ８目長寿園施設改修拡張基金費では、基金の利息１４万円を計上。 

 ９目地域振興基金費では、基金の利息１万１，０００円を計上。 

 １０目土地開発基金費では、基金の利息７，０００円を計上。 

 １１目農林業活性化基金費では、基金の利息３万４，０００円を計上。 

 １２目中山間水と土保全基金費では、基金の利息２，０００円を計上。 

 ５３ページ、１３目豊かな環境づくり基金費では、基金の利息２，０００円を計上。 

 １４目ふるさと応援寄附基金費では、今年度の寄附金８件分１０５万８，０００円に基

金の利息２，０００円を加えた１０６万円を計上。 

 １５目公共施設整備等基金費では、基金の利息１８万１，０００円と１億円を合わせた
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１億１８万１，０００円を計上するものであります。 

 １６目未来を担うこどもの健全育成と教育の基金費では、基金の利息５，０００円を計

上するものであります。 

 １７目地域創生基金費では、畜産の振興目的に寄附された寄附金４００万円と２億５，

０００万円、さらには統合する地域振興基金３，５３２万５，０００円、農林業活性化基

金５，５９７万１，０００円を合わせて３億４，５２９万６，０００円を計上するもので

あります。 

 これらの積立金により、一般会計の基金の総額は４０億９，１２５万円となっておりま

す。 

 ８ページをごらんください。歳出合計、既定額に５億９，７６５万５，０００円を追加

し、３５億３，０６７万２，０００円とするものであります。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。歳入全体につきましては、昨年同様収入

実績の確定、決算見込みに基づく補正が大部分でございます。 

 ９ページをごらんいただきたいと思います。１款町税、１項町民税、１目個人では、既

定額に３３万２，０００円を追加し、６，４７７万円とするもので、２節滞納繰越分の徴

収実績を勘案し、同額を補正するものであります。 

 ２項１目固定資産税では、既定額から９９万８，０００円を減額し、５，８１４万９，

０００円とするもので、１節現年度課税分、２節滞納繰越分とも収入見込みを勘案しての

減額、追加でございます。 

 ６款地方消費税交付金、１項１目地方消費税交付金では、既定額に１，０００万円を追

加し、２，９００万円とするもので、収入見込みを勘案しての追加でございます。 

 １０ページをお開きください。１０款地方交付税、１項地方交付税、１目普通交付税で

は、算定結果に基づき、既定額に３億５，１５２万５，０００円を追加し、２０億５，７

６８万８，０００円としたところであります。 

 ２目特別交付税は、いまだに不確定ではございますが、既定額に５，３８３万５，００

０円を追加、１億５，３８３万５，０００円とし、歳入総額調整の役割を持たせておりま

すので、ご理解願います。 

 １１款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金では、既定額に１５１万５，

０００円を追加し、３，４１４万円とするもので、１節保育料負担金で入園実績による１

１４万４，０００円の追加、２節幼児クラブ保育料負担金では３７万１，０００円の追加

であります。 

 １２款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料では、２節そうや自然学校使用

料の実績を見込み、既定額から１１万８，０００円を減額し、９８万６，０００円とする

ものであります。 

 ２目民生使用料では、既定額から１７万円を減額し、４３万円とするもので、１節児童

クラブ指導料の実績を見込み、同額を減額するものであります。 
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 ３目衛生使用料では、既定額に１万５，０００円を追加し、４，５１７万５，０００円

とするもので、１節火葬場使用料の実績を見込み、同額を追加するものであります。 

 ４目農業使用料では、既定額から８０万４，０００円を減額し、３１１万６，０００円

とするもので、収入実績に基づき、１節町営牧場使用料で同額を減額するものであります。 

 １１ページ、５目土木使用料では、既定額に７２８万５，０００円を追加し、５，４１

５万２，０００円とするもので、１節道路使用料から７節特定公共車庫使用料まで、それ

ぞれ収入見込みをもとにした追加補正、９節定住促進住宅使用料は２月に完成した定住促

進住宅の１カ月分の使用料を新規計上するものであります。 

 １２ページをごらんください。２項手数料、１目総務手数料では、既定額に１０万円を

追加し、１１３万７，０００円とするもので、１節戸籍手数料から７節屋外広告物設置許

可手数料まで、それぞれ収入見込みをもとに追加、減額をしているところでございます。 

 ２目衛生手数料では、既定額から２万７，０００円を減額し、３６６万８，０００円と

するもので、収入見込みをもとに１節犬登録手数料、２節狂犬病予防注射済票交付手数料

の減額であります。 

 ３目農業手数料では、既定額に３万５，０００円を追加し、６２万５，０００円とする

もので、収入見込みをもとに２節町営牧場捕獲手数料で減額、３節有害鳥獣処理手数料で

追加するものであります。 

 １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、既定額に１６６万２，

０００円を追加し、６，１４７万８，０００円とするもので、１節児童手当国庫負担金２

３３万３，０００円を減額、２節国民健康保険基盤安定国庫負担金１１０万５，０００円、

１３ページ、３節障害者自立支援給付費国庫負担金で２８９万円を追加、いずれも実績見

込みに応じた減額、追加であります。 

 ２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金では、既定額に４９８万１，０００円を追加し、

２，８６８万７，０００円とするもので、１節社会保障・税番号制度システム事業費補助

金で６４万１，０００円の減額、３節通知カード・個人番号カード関連事務補助金で４７

万２，０００円の追加、いずれも実績見込みに応じた減額、追加であります。６節地方公

共団体情報セキュリティ強化対策費補助金については、第２条で説明した繰越明許事業の

ネットワーク強靱化対策事業に係る補助金として新たに計上しております。 

 ２目民生費国庫補助金では、既定額に１，７７０万５，０００円を追加し、２，４９６

万９，０００円とするもので、１節次世代育成支援補助金、２節放課後児童健全育成事業

補助金は他の補助金に統合することとなったことによる皆減、３節地域生活支援事業費国

庫補助金、１４ページ、４節臨時福祉給付事業補助金は事業費の確定に伴う減額、追加で

あります。６節年金生活者等支援臨時福祉給付金事業補助金は第２条で説明した繰越明許

事業の年金生活等支援臨時福祉給付金事業に係る補助金としての新規計上、７節社会保障

・税番号システム整備費補助金は児童手当のシステム改修に伴う補助金として新規計上、

８節子ども・子育て支援交付金は１節、２節で皆減した補助金を新たな制度として統合し



 - 22 - 

たことによる新規計上、９節社会資本整備総合交付金は高齢者除雪サービス事業に対して

の補助金として新規計上となっております。 

 ３目衛生費国庫補助金は、既定額から７万７，０００円を減額し、４万４，０００円と

するもので、１節保健衛生費補助金で感染症予防事業費の確定に伴う減額であります。 

 ４目土木費国庫補助金では、既定額から１１５万６，０００円を減額し、７，４７２万

９，０００円とするもので、１節公営住宅建設事業等補助金は各事業費の確定に伴う減額

及び家賃の減免措置に係る補助金が新たに採択されたことにより新規計上しております。

２節道路橋梁費補助金、町道あかね２号線交付金事業、橋梁修繕事業の事業費の確定に伴

う減額となっております。 

 １５ページ、３項国庫委託金、１目総務費委託金では、既定額に１２万３，０００円を

追加し、１９万７，０００円とするもので、１節外国人登録事務委託金において委託金額

の確定による増額をするものであります。 

 １４款道支出金、１項道負担金、１目総務費道負担金では、既定額から５，０００円を

減額し、４万５，０００円とするもので、１節土地利用対策事業道負担金の額の確定によ

り減額するものであります。 

 ２目民生費道負担金では、既定額から４８１万９，０００円を減額し、４，１８９万２，

０００円とするもので、１節児童手当道負担金から７節災害見舞金負担金まで各事業の実

績をもとに減額、追加計上を行うものであります。 

 １６ページをお開きください。２項道補助金、１目民生費補助金では、既定額に３７０

万７，０００円を追加し、１，０７８万１，０００円とするもので、２節ひとり親家庭及

び重度心身障害者補助金、４節地域生活支援事業費道補助金において事業の確定に伴う追

加計上、６節子ども・子育て支援交付金は国庫補助金同様新たに制度化された子供、子育

てに対する補助金として新規の計上であります。 

 ２目衛生費補助金では、既定額に１６９万９，０００円を追加し、２３４万５，０００

円とするもので、１節健康増進事業補助金は額の確定に伴う追加、２節在宅医療提供体制

強化事業補助金は国民健康保険病院に係る訪問看護等の在宅医療に関する補助金として新

規計上したところであります。 

 ３目農林業費補助金では、既定額に１，４７７万１，０００円を追加し、７，５７０万

５，０００円とするもので、２節造林事業補助金から１７ページ、１６節小規模土地改良

事業補助金まで事業実績よる減額、１７節鳥獣被害防止総合対策事業補助金は新たな交付

決定に伴う追加計上、１８節地域づくり総合交付金はエゾシカ緊急対策事業として、１９

節青年就農給付事業補助金、２０節機構集積協力金交付事業補助金を新規計上しておりま

す。 

 ５目総務費補助金では、新規に１，０４２万４，０００円を計上したもので、１節深地

層研究施設周辺地域特別対策事業補助金の額の確定に伴う計上であります。 

 ３項道委託金、１目総務費委託金では、既定額から１３７万７，０００円を減額し、６
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０８万円とするもので、１節統計調査事務委託金から１８ページ、６節知事・道議会議員

選挙委託金まで、いずれも各事務費の確定に伴い、追加、減額を行うものであります。 

 ３目土木費委託金では、既定額に５万９，０００円を追加し、７４万７，０００円とす

るもので、１節河川管理委託金、２節建築基準法業務委託金とも歳出の実績に伴う追加で

あります。 

 ４目災害貸付事業委託金は、災害援護資金貸付金の実績がないため、既定額３５０万円

を皆減するものであります。 

 １５款財産収入、１項１目財産運用収入では、既定額に１０５万７，０００円を追加し、

１０９万９，０００円とするもので、歳出でご説明したとおり、各基金の利子分の追加計

上をしたものであります。 

 ２目財産貸付収入では、既定額に４１万５，０００円を追加し、８８３万２，０００円

とするもので、１節土地貸付収入から１９ページ、３節施設貸付収入まで、各節とも貸付

実績及び見込みをもとに追加、減額を行うものであります。 

 ２項財産売払収入、１目不動産売払収入では、既定額に８７万５，０００円を追加し、

８７万７，０００円とするもので、１節土地売払収入で町有地草地１件及び浅茅野台地防

雪対策用の土地の売払収入、２節建物売払収入では町職員住宅の売払収入を追加計上する

ものであります。 

 ３目生産物売払収入では、既定額に９０万２，０００円を追加し、９０万３，０００円

とするもので、１節立木売払収入として兵安地区町有林間伐に伴う立木販売及び浅茅野防

雪対策用町有地売り払いに係る立木伐採補償金を追加計上しております。 

 ２０ページをお開きください。１６款１項寄附金、１目一般寄附金では、既定額に１４

７万９，０００円を追加し、１４８万円とするもので、４件のご厚志を計上しております。 

 ２目指定寄附金では、既定額に５０５万８，０００円を追加し、５２５万８，０００円

とするもので、９件のご厚志を計上させていただきました。 

 １７款繰入金、１項基金繰入金、３目地域振興基金繰入金は、新規に３，５３２万４，

０００円を計上するもので、地方創生基金の新設に伴い基金を統合するために繰り入れる

ものです。 

 ４目農林業活性化基金繰入金は、新規に５，５９７万円を計上したもので、地域振興基

金同様に基金統合のため繰り入れるものです。 

 １９款諸収入、６項１目雑入では、既定額から１３４万７，０００円を減額し、１，９

２２万９，０００円とするもので、内容としては各種検診の個人負担金が委託料よりあら

かじめ減額されたことによる皆減のほか、し尿浄化槽委託料個人負担金など各所管の決算

見込みによる種々雑多な収入の追加、減額計上でございます。 

 ２１ページ、２０款１項町債、１目過疎対策事業債では、既定額に６９０万円を追加し、

１億７，２４０万円とするもので、内容につきましては地方債補正でご説明させていただ

きましたので、省略いたします。 
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 ４目一般補助施設等整備事業債は、新規に２，４３０万円を追加計上するもので、第２

条で説明した繰越明許事業としてのネットワーク強靱化対策に係る起債として新たに計上

するものであります。 

 ７ページをごらんいただきたいと思います。歳入合計、既定額に５億９，７６５万５，

０００円を追加し、歳入総額３５億３，０６７万２，０００円とし、歳入歳出のバランス

をとっておりますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 

 宮崎さん。 

〇４番（宮崎泰宗君） ２６ページの情報推進費についてなのですけれども、説明資料を

いただいていまして、備品購入費で平成２８年度採用予定の職員用端末としてデスクトッ

プＰＣ５台ということなのですけれども、これは新卒採用の内定者は５名というふうなこ

とでよろしいのか。 

 それと、プリンター１台は老朽化に伴う入れかえということで、これは明確だと思うの

ですけれども、タブレット端末２台の購入理由としてペーパーレスを進めるということで、

これはこの２台を職員の方皆さんで使用してペーパーレスを進めていくということなのか。 

 また、もう一つの理由として情報発信にも使用するということですけれども、これＳＭ

Ｓとなっているのですけれども、これはソーシャルメディアシステムと、そういう…… 

（何事か呼ぶ者あり） 

〇４番（宮崎泰宗君） ですよね。そうだと思ったのですけれども、ＳＮＳかなと思いま

す。ソーシャルネットワークサービスということで、これについても情報発信というもの

を職員の皆さんでタブレット２台に限定して行っていくのか、まずこの３点についてお伺

いしたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） まず、１点目の職員用端末の関係でありますけれども、新規

採用については３名であります。もう２台の部分についてでありますけれども、新年度予

算でも出てくるのですが、次年度にかかわる部分なのですけれども、地域おこし協力隊員

の募集も今実は行うことにしておりまして、そこにかかわる部分も含めて今回２７年度予

算の中で事前に購入させていただきたいなということで５台を計上しているということで

あります。 

 それと、タブレット端末の、とりあえず２台となっていますが、これ個人に、基本的に

は全員にという考え方はあるのですけれども、まずはこれを使っていろんな作業をペーパ

ーレスに向けた取り組みとして、まず２台購入して取り組んでみようかという考え方を持

っていますので、この２台を職員全部で使うというのはこれは到底難しいところがありま

すので、その辺は今後の取り扱いとしてこれをいい方向に向かえばふやしていきながら、

その対応を考えていくということを検討したい。そのための取り組みとして、今回２台だ
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けということで考えているというところであります。 

 あとよろしいですか。この２つだけでいいですか。 

（何事か呼ぶ者あり） 

〇総務課長（遠藤義一君） そういうことです。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） 歳入では、特別交付税が１億５，３００万円ほどで確定したよ

うなのですけれども、普通交付税についての算定基礎はそれなりにあって、わからないけ

れども、わかったような気がするのですけれども、特交についてはこれは全くわからない

ですよね。説明もない。それで、特に今回の５，３００万円というのもありますし、総体

的に１億５，０００万円の特交が何を対象にどのくらい出たのか、その辺ちょっと聞きた

いと思います。 

 それと、歳出では３７ページの１９節負担金補助及び交付金、この中の耕作者集積協力

金１，３５０万円、これも概要というのを出してくれているのだけれども、見てもわから

ないです、我々では。これどういうところに、例えば対象が地域、集落になっていると思

うけれども、どこへどんなお金が入っているのですか。それ何のためにそうなるのかも、

ちょっと書いてあるけれども、なかなか理解できない。農業関係者だったらわかっている

か。土地所有していたらわかっているのだろうけれども、この辺金額的には相当大きな金

額なので、もう少しわかるように説明していただければと思います。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） １点目の特別交付税につきましては、１２月と３月と交付

というところで、まず１２月で入ってきたものでは、明記されているもので、例えば病院

の病床に係る分とか、そういう明確に入ってくる分があるのですが、それ以外については

何の分というものの指示がほとんどないような状況でして、３月分の金額についてもいま

だわからないと。ただし、昨年度の収入見込みで約２億円入っておりますので、地方財政

計画等を見ますと落ち込みがそれほどないのかなということもちょっと勘案して、今回１

億５，０００万円ということで計上させていただいております。具体的に特別交付税でこ

の分ですよと明記されたものというのは非常に少ないということをご理解いただければと

思います。 

〇議長（村山義明君） 藤田産業建設課参事。 

〇産業建設課参事（藤田 徹君） 東海林議員のほうから質問のありました機構集積協力

金の関係の説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元に資料配付させていただいているのですけれども、そこに書かれています農地中

間管理機構に農地を貸し付けた、１つは地域、それと農業者等に対して協力金を交付する

事業ということになっておりまして、ここでいいます中間管理機構、これにつきましては

公益法人北海道農業公社のことを指します。この協力金は、地域に対するものと個人の農
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業者、出し手に対するものに分かれておりまして、個々の出し手に対する支援につきまし

ては経営転換協力金と耕作者集積協力金がございます。今回の補正につきましては、耕作

者集積協力金に該当するものでございます。この制度を利用しまして、農地を借り受けた

い、または貸し付けたい農業者等がおりまして、農地中間管理機構を担っています北海道

農業公社が農地を貸し付けたい農家から、１つは１０年以上の賃貸借を結んで農地を借り

たい農業経営体に貸し付けるという仕組みになっております。交付単価につきましては、

１０アール当たり２万円。具体的には、敏音知地区の農家３戸から農業公社に農地を貸し

付けされておりまして、協力金の対象となる農地面積は６７．５４ヘクタールということ

で、１アール当たり２，０００円で１，３５０万８，０００円となってございます。この

額については、歳入のほうの道支出金、道補助金、農林業補助金のうち、２０節の機構集

積協力金交付事業補助金ということで同額を計上しております。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） わかったような、全然わからないのです。まず、特交で根拠な

くくれるわけないよね。特交は、必ず根拠があるはずです。それを聞くか聞かないかの差

はあるのだろうけれども、その辺もう少しきちっと把握すべきだと思うし、ちょっと私が

思ったのは、例えばデイサービスが思わぬ災害に遭った。町としても相当な損害を受けて、

町費で仮に運営した部分についても人件費等を含めて数百万円の負担をしている。道とし

てもこういった例がないというぐらいの初めての例だったはずなのだけれども、こういっ

た件については今までも特交で救済してくれたというような、この類した件についてはあ

ったはずなのです。そこで、ちょっと気になったのは、ではデイサービスセンターあたり

のああいった災害に対して特別交付税の配慮はあるのでしょうか、ないのでしょうか、も

うそろそろ。それがまたそれで、別なことで救済を申請したのかどうか、その辺も含めて

伺いたいと思います。 

 それと、農業公社なるもののことに対する、それに貸し付けをしたとか、それに対して

の制度らしいのだけれども、そうしたら誰がどれぐらいお金をもらっているの、これ１，

３００万円で。どういう配分になるわけ。それちょっと後で教えてください。 

 それと、ちょっと農業を知らない議員としての疑問なのですけれども、町長も農業を知

らないのだけれども、私は不思議だなと思ったのは、今まで農地が足りないということで、

町営の牧場もあるし、採草地もつくった。草地を改良するための助成もしてきた。そうい

った農業の基盤とも言える農地に対する拡大とか優良化だとかということに対してずっと

やってきたはずですよね、町が。それを個人の土地を貸してしまうのですか。矛盾してい

ないですか、政策として。町がこれまで農業者のためと思っていた農地政策と矛盾してい

ませんか。その辺伺いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） まず、特別交付税のほうなのですが、デイサービスの関係
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は基準財政といいますか、災害等もそうですが、その年に町として例年にないことが起こ

った場合というのを、そういうものをいわゆる申請できるような方式になっておりまして、

デイサービスの火事の分、それからそれ以降のデイサービスの運営の分というものを特別

交付税のほうに中頓別町として２７年度にこれだけかかっていますよというのを全てお出

ししています。それに基づいて道総合振興局のほうで精査して３月に入ってくるわけです

が、その分の幾ら入ってくるかというのはまだ今時点では未定ということでご理解くださ

い。 

 先ほど少し説明が少なかったので、補足したいのですが、ちなみに１２月では先ほど言

った病院の分ですとか、あと医師派遣、医師招聘の分、それから有害鳥獣の分などなど、

あと中山間地域といったことで、一部限られた分でこれだけお金が入っていますというリ

ストはいただいているのですが、３月分につきましては最終的にリストをいただけないと

いうのが通常なものですから、公表していないということなので、先ほどの質問が最終的

に幾ら入ったかというのはわからないということをご理解いただければと思います。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 藤田産業建設課参事。 

〇産業建設課参事（藤田 徹君） 個々の農家の金額ということでございますけれども、

３戸の農家が今回対象になっておりまして、１つの農家については９ヘクタール、約１０

町に対しまして金額が１９５万８，０００円、もう一方の農家については面積が約３４町、

これについては６８４万８，０００円、もう一方については約２３町で４７０万２，００

０円、合計で１，３５０万８，０００円となっております。 

 この制度ができた背景なのですけれども、国のほうで２１年に農地法改正がありました

けれども、その５年前から農業者の高齢化ですとか、農業人口の減少ということで遊休農

地が発生することが見込まれるということを懸念いたしまして、平成２１年度に農地法改

正をしておりまして、その中の一つの事業として今後担い手に効率よく農地を利用集積す

るという考えの中でできた一つの事業でございます。２７年度については、交付単価１反

当たり２万円になっていますけれども、これは基準単価の４倍ということで、加速的にこ

の金額を使っていると。２８年、２９年については２倍の額、今回の半分の額に落ちると。

それ以降は基準単価、今回の４分の１の単価に下がっていくという制度の内容になってご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３２号を採決し

ます。 
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 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３２号 平成２７年度中頓別町一般会計補正予算は原案のとおり可決さ

れました。 

 ここで昼食のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎議案第３３号 

〇議長（村山義明君） 日程第８、議案第３３号 平成２７年度中頓別町自動車学校事業

特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３３号 平成２７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補

正予算につきまして、大川自動車学校長から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 大川自動車学校長。 

〇自動車学校長（大川勝弘君） それでは、自動車学校の補正予算についてご説明申し上

げます。議案第３３号 平成２７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算について

ご説明いたします。 

 １ページをお開きください。平成２７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算。 

 平成２７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５４万７，０００円を減額し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３，１７３万円とする。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 では、事項別明細書、歳出からご説明いたします。８ページをお開きください。１款総

務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、既定額から５４万７，０００円を減額し、

３，１７３万円とするもので、４節共済費では職員の入れかえ等により社会保険料を１３

万６，０００円減額、雇用保険料で不足が生じることから２万５，０００円を追加、全体

で１１万１，０００円の減額で、９節旅費では協議会の増により２万３，０００円を追加、
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１０節交際費は今後の支出見込みがないことから５，０００円を減額、１１節需用費では

教習車の維持管理費の精査や施設管理費の精査により３１万２，０００円の減額、１２節

役務費では電話、郵便等通信費の見込みや各種手数料、保険料等の確定等により９万円を

減額、１３節委託料では各種委託料業務の確定により１万１，０００円の減額、１４節使

用料及び賃借料並びに２７節公課費とも事業費の確定によりそれぞれ２万８，０００円の

減額と１万３，０００円の減額となったところです。 

 ５ページ、歳出合計、既定額から５４万７，０００円を減額し、３，１７３万円とする

ものです。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。６ページをお開きください。１款使用料及び

手数料、１項１目自動車学校使用料では、既定額から１，０９３万２，０００円を減額し、

１，５８８万９，０００円とするもので、普通車の受講者が当初予定の受講者確保が困難

なことから１，０６１万８，０００円の減額、あわせて検定料、冬期割り増し料、それか

ら技能補習料や教本、適正検査料についても減額、大型特殊教習生については受講者の増

により３９万８，０００円の追加となったところです。 

 ２款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に１１万１，０００円を追加し、１１万２，

０００円とするもので、前年度繰越金を追加をするものです。 

 ３款諸収入、１項１目雑入では、既定額から５５万７，０００円を減額し、２６５万１，

０００円とするもので、高齢者講習料ほか決算見込みで見込める額をそれぞれ減額、追加

したものです。 

 ４款繰入金、１項１目繰入金では、既定額に１，０８３万１，０００円を追加し、１，

３０７万８，０００円とするもので、一般会計からの繰入金を計上したものです。 

 ４ページ、歳入合計、既定額から５４万７，０００円を減額し、３，１７３万円とし、

歳入歳出のバランスをとっておりますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 星川さん。 

〇７番（星川三喜男君） それでは、質問させてもらいます。 

 私この予算、要するに２７年度の予算当初のときから予算のつけ方からしておかしいと

いうことで多分言っていたと思うのです。というのは、今現在で１，３００万円の繰り入

れですよね。それを当初膨らませて受講生がいるということで、現に少数人数の中で多分

なる受講生の人数を掲げていたから、こういう結果になるのは当然だと思います。それで、

当初の見込み人数と現在の受講生、今までの受講生の人数をまず教えてもらいたいと思い

ます。 

〇議長（村山義明君） 大川自動車学校長。 

〇自動車学校長（大川勝弘君） それでは、入構生の当初の予定としては、普通車につい

ては７９名の予定でした。それから、大特については２６名と。それで、今星川議員のほ

うから指摘がありましたように、なかなか教習生の確保が難しい状態になってきています。
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それで、今後今現在としては３月まで見込んでの人数を言わせてもらいますと、普通車が

現在５０名の入構生の見込みがあります。それから、当初の２６名の予定が今４６名ぐら

いになるということで、大特については非常に伸びています。しかしながら、普通車が生

徒も減っているということで、私のほうでも考えていますのは、３町、中頓別町、浜頓別

町、枝幸町、歌登では今後さらに状況が難しくなって、確保が難しいではないかというと

ころで、夏場においては今度知駒を通って幌延町とかあっちのほうにも足を延ばして、冬

はちょっと無理かと思うのです。夏の間でもそういうふうにして歳入がふえるように、夏

場の間にそういう状況であちこちに生徒といいますか、学生確保に回って、そして何とか

これを少しでも歳入が上がっていくような方策を考えていきたい、こう考えています。 

〇議長（村山義明君） 星川さん。 

〇７番（星川三喜男君） それでは、町長にお伺いします。 

 ２８年度の当初予算にもやっぱり繰出金はこれだけのものを多分掲げているのかなと思

いますけれども、今後です、町長。この自動車学校、要するに３，２００万円の収入のう

ち３分の１を繰り入れで賄っているということであれば、私は次の手を考えるべきでない

のかなと思いますけれども、町長はどのような考えをしているかお伺いします。 

〇議長（村山義明君） 小林町長。 

〇町長（小林生吉君） 一般質問にも出ていた案件なので、どこまでお答えしていいのか

というのはありますけれども、自動車学校の状況は本当に厳しいです。今校長から営業先

を広げて生徒確保に当たるという話がありましたけれども、やはり近隣の自動車学校でも

生徒が減っていて、特に名寄市の自動車学校、枝幸町はかつて中頓別町のほうにも入って

きたのですけれども、今ほぼ完全に名寄市の自動車学校のほうがかなり小まめな営業に入

って生徒を確保しています。今年度から浜頓別高校にも名寄自動車学校の営業が入って、

今回については１名だけでしたけれども、やはりそちらのほうに行く生徒も出ているとい

うような状況が１つ。もう一つは、かつては自衛隊、名寄市に教習所があって、大川校長

もそうですけれども、そちらのほうから人材を確保するということで、比較的退職者なの

で、低い賃金で確保できたのですけれども、もうそれがなくなって以降、そういう教官の

人材確保もかなりの賃金を払わないと確保が難しくなっていくのかなと。それと、施設の

老朽化、コースもです。そういった問題をこれからどうしていくのかというようなところ

がございます。今年度から少しずつ情報を収集して、自動車学校のあり方そのものを見直

せないかということで、学校だけに任せるのではなくて、今総務課長を中心に今後のあり

ようを考えていかなければならないかなというようなことで、明確にこういう方向性とい

うふうには今段階ではちょっと言えないところがありますけれども、さまざまな方向性に

ついて含めて検討しなければいけない。その辺も２８年度は重点的にやっていかなければ

いけないという考え方で進めていきたいと思っております。 

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３３号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３３号 平成２７年度中頓別町自動車学校事業特別会計補正予算は原案

のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３４号 

〇議長（村山義明君） 日程第９、議案第３４号 平成２７年度中頓別町国民健康保険事

業特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３４号 平成２７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計

補正予算につきまして、吉田保健福祉課参事から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） それでは、私のほうから平成２７年度国民健康保険事

業特別会計補正予算につきましてご説明いたします。 

 議案第３４号です。１ページをごらんください。平成２７年度中頓別町国民健康保険事

業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条第１項 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２５６万６，０００

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２，７８８万２，０００円と

する。 

 第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 それでは初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。１０ページをお開きくだ

さい。歳出、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費につきまして

は、既定額に１，７１０万円を追加し、１億７，５４８万８，０００円とするもので、内

容につきましては１９節負担金補助及び交付金で医療費の増額が見込まれることにより一

般保険者療養給付費額を追加するものであります。 

 ２目退職被保険者療養給付費につきましては、既定額から５００万円を減額し、２７５
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万４，０００円とするものであります。 

 ４目退職被保険者療養費につきましても、既定額から８万円を減額し、２万円とするも

ので、これら内容につきましては退職被保険者数の減少に伴い医療費が減少したことによ

り減額をするものであります。 

 ５目審査支払手数料につきましては、既定額から１４万円を減額し、３６万円とするも

ので、決算の見込みによる減額であります。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費につきましては、既定額に８７４万８，

０００円を追加し、２，５４３万６，０００円とするもので、内容につきましては１９節

負担金補助及び交付金で１項１目の療養給付費の追加と同じく医療費の増加が見込まれる

ことから追加するものであります。 

 １１ページをごらんください。２目退職被保険者高額療養費につきましては、既定額か

ら１６１万円を減額し、２５万４，０００円とするもので、内容につきましては退職被保

険者療養費と同様に退職被保険者数の減少に伴い医療費が減少したことにより減額をする

ものであります。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職被保険者高額介護合算療養費につき

ましては、既定額を全て減額するもので、内容につきましては負担金補助及び交付金でそ

れぞれ減額し、同一世帯で介護保険の受給者がいる場合、１年間にかかった医療費と介護

保険の自己負担の合算額のうち、自己負担限度額を超えた分が給付されるものであります

が、これに該当する方がなく、今年度の見込みが現時点でないことから、今回皆減するも

のであります。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金では、既定額を皆減するもので、本年度２名分

を計上していましたが、該当者がいなかったことによるものであります。 

 １２ページをごらんください。３款後期高齢者支援金、１項１目後期高齢者支援金につ

きましては、既定額から１３０万円を減額し、２，６４８万８，０００円とするもので、

内容につきましては１９節負担金補助及び交付金で社会保険診療報酬支払基金からの額の

確定により減額するものであります。 

 １３ページをごらんください。６款介護納付金、１項１目介護納付金につきましては、

既定額から３３４万円を減額し、９６９万６，０００円とするもので、内容につきまして

は１９節負担金補助及び交付金で社会保険診療報酬支払基金からの介護納付金の額が確定

されたため、これにつきましても減額するものであります。 

 １４ページをごらんください。７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医

療費拠出金では既定額から２２万円を減額し、８７４万９，０００円とし、２目保険財政

共同安定化事業拠出金では既定額から７４万円を減額し、５，７７７万４，０００円とす

るもので、いずれも国保連合会からの額が確定されたため減額するものであります。 

 １５ページをごらんください。８款保健事業費、１項１目特定健康審査等事業費につき

ましては、既定額から４万７，０００円減額し、１５６万９，０００円とするもので、内
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容につきましては４０歳から７４歳までの加入者の健康診査の事業負担金について決算見

込みにより減額するものであります。 

 ２項保健事業費、１目保健事業推進費につきましては、既定額から７万７，０００円を

減額し、８７万８，０００円とするもので、内容につきましては９節旅費、１２節役務費、

１３節委託料につきまして事業内容を精査し、減額するものであります。 

 １６ページをごらんください。９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被

保険者還付加算金につきましては、既定額に１２１万２，０００円を追加し、１２２万２，

０００円とするもので、平成２６年度分国庫療養給付費負担金の返還分と平成２６年度分

特定健康診査等補助金の国と道に対する返還分としまして追加するものであります。 

 ５ページをごらんください。歳出合計、既定額に１，２５６万６，０００円を追加し、

３億２，７８８万２，０００円とするものであります。 

 続きまして、歳入につきましてご説明いたします。６ページをお開きください。１款国

民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税につきましては、

既定額から２４６万円を減額し、３，７５４万４，０００円とし、内容につきましては１

節医療給付費現年度課税分で１４２万５，０００円減額、２節後期高齢者支援分現年度課

税分で７６万２，０００円の減額、３節介護納付金現年度課税分で１３万３，０００円の

減額、５節後期高齢者支援分滞納繰越分で１１万３，０００円、６節介護納付金滞納繰越

分で２万７，０００円をそれぞれ減額するものです。主な内容につきましては、被保険者

の前年度の所得の減少により所得割分が減少したものであります。 

 ２目退職被保険者国民健康保険税につきましては、既定額から１１４万円を減額し、６

７万８，０００円とし、内容としましては１節医療給付費現年度課税分で７７万５，００

０円の減額、２節後期高齢者支援分現年度課税分で２５万９，０００円の減額、３節介護

納付金現年度課税分で１０万６，０００円の減額をするもので、内容につきましては被保

険者数の減が主な内容となっております。 

 ７ページをごらんください。２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付等負担金

につきましては、既定額から２４９万円を減額し、４，８３１万２，０００円とするもの

で、内容につきましては１節、現年度分で一般被保険者療養給付費で５８万８，０００円

の減、後期高齢者支援分で５７万６，０００円の減、介護納付金で１３２万６，０００円

の減としたところであります。 

 ２目高額医療費共同事業負担金につきましては、既定額から５６万８，０００円を減額

し、１６７万４，０００円とするもので、内容につきましては１目療養給付等負担金及び

２目高額医療費共同事業負担金ともに医療費は増加傾向にありますが、国庫療養給付費負

担金が多く見込めないことにより減額するものであります。 

 ３款療養給付費交付金、１項１目療養給付費交付金につきましては、既定額から４９３

万６，０００円を減額し、３６８万３，０００円とするもので、内容につきましては退職

被保険者数が減少したことが主な要因であります。 
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 ４款前期高齢者交付金、１項１目前期高齢者交付金につきましては、既定額から９８９

万６，０００円を減額し、７，５７６万１，０００円とするもので、内容につきましては

支払基金からの額の確定により減額するものであります。 

 ８ページをごらんください。５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負

担金につきましては、既定額から５６万８，０００円を減額し、１６７万４，０００円と

するもので、内容につきましては道による額の確定による減額であります。 

 ２項道補助金、１目調整交付金につきましては、既定額から４１６万円を減額し、１，

０３１万５，０００円とするもので、内容は１節調整交付金で減額するものであります。

普通調整交付金、後期高齢者支援分、介護納付金などそれぞれ減額が見込まれることから

減額するものであります。 

 ６款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金につきましては、既定額に５２８万９，

０００円を追加し、９７７万４，０００円とするもので、内容につきましては高額療養費

に係る費用を一定の割合で国保連合会から交付されるもので、国保連合会からの額が確定

されたことから今回追加するものであります。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、既定額に９５９万１，０００円を

追加し、６，８１０万５，０００円とするもので、内容につきましては市町村と広域連合

からの拠出金をもとに保険料の平準化や財政運営の安定化を図るため、国保連合会から交

付されるものでありますが、国保連合会からの額が確定されたことから追加するものであ

ります。 

 ９ページをお開きください。７款繰越金、１項繰越金、２目その他繰越金につきまして

は、前年度繰越金としまして既定額に１，２３０万２，０００円を追加し、１，２８１万

９，０００円とするものであります。 

 ９款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、既定額に１，１

６０万２，０００円を追加し、２，４２９万２，０００円とするもので、内容につきまし

ては１節出産育児一時金繰入金につきましては本年度該当がなかったことから減額し、２

節保険基盤安定繰入金では１８９万７，０００円の追加、３節財政安定化支援事業繰入金

につきましては２６万５，０００円の追加で、町のルール分として額が確定したため、そ

れぞれ追加及び減額するものであります。４節その他繰入金としまして一般会計から１，

０００万円繰り入れを予定しております。 

 ４ページをごらんください。歳入合計、既定額に１，２５６万６，０００円を追加し、

歳入合計３億２，７８８万２，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっております。 

 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３４号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３４号 平成２７年度中頓別町国民健康保険事業特別会計補正予算は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３５号 

〇議長（村山義明君） 日程第１０、議案第３５号 平成２７年度中頓別町国民健康保険

病院事業会計補正予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３５号 平成２７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計

補正予算につきまして、小林国保病院事務長から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 小林国保病院事務長。 

〇国保病院事務長（小林嘉仁君） 議案第３５号 平成２７年度中頓別町国民健康保険病

院事業会計補正予算についてご説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。総則、第１条、平成２７年度中頓別町国民健康保険病院事

業会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出、第２条、平成２７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入につきましては医

業収益で８，２６４万１，０００円の減額、介護保険事業収益で３８８万５，０００円の

減額、医業外収益で９，４０６万３，０００円の追加、特別利益で５００万円の計上、合

わせまして病院事業収益の既決予定額に１，２５３万７，０００円を追加して、５億６，

６６３万１，０００円とし、支出につきましては医業費用で８万５，０００を減額、介護

保険事業費用で３８４万１，０００円の減額、医業外費用で１，１４６万３，０００円を

追加、合わせまして病院事業費用の既決予定額に７５３万７，０００円を追加して、５億

６，１６３万１，０００円とするものです。 

 資本的収入及び支出、第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。収入としまして負担金交付金で７００万５，０００円の減額、補助金で

２，０００円の減額、企業債で１，４６０万円の追加、合わせまして資本的収入の既決予

定額に７５９万３，０００円を追加して、１億２，６２１万７，０００円とし、支出とし

ましては建設改良費で１，２８８万３，０００円の減額、資本的支出の既決予定額に１，
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２８８万３，０００円の減額として、１億５，５４９万８，０００円とするものです。資

本的収入が資本的支出額に対して不足する額であります。ここ正誤表をつけておりますが、

２，９２８万１，０００円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものです。 

 企業債、第４条、企業債として起こすことができる企業債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は次のとおり追加及び変更する。追加分としまして、起債の目的は病

院事業のリハビリ施設増設事業、限度額は１，８３０万円、起債の方法は証書借り入れ、

利率は３％以内、償還の方法、借り入れ先の融資条件または借り入れ先との協定による。

ただし、財政状況等により据置期間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利

に借りかえすることができる。 

 ２ページでございます。変更につきましては、看護師宿舎整備事業にかかわる事業費の

確定による限度額の変更であります。３，０００万円から２，６３０万円に変更するもの

です。 

 他会計からの補助金、第５条、予算第７条に定めた一般会計から受ける補助金の予定額

を次のとおり補正する。一般会計補助金として既決予定額に１億２，２０９万５，０００

円を追加して、３億１，８９４万７，０００円とするものです。 

 棚卸資産購入限度額、第６条、予算第８条に定めた棚卸資産購入限度額を次のとおり補

正する。棚卸資産購入限度額の既決予定額に５６７万８，０００円を追加して、１億６３

０万１，０００円とするものです。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 それでは、収益的収支の支出をご説明申し上げます。１２ページをお開き願います。１

款病院事業費用の既決予定額に７５３万７，０００円を追加し、５億６，１６３万１，０

００円とするものです。 

 １項医業費用、１目給与費では、給料、手当、法定福利費、退職給付費、賞与引当金繰

入額、法定福利費引当金繰入額で１２月以降の医師１名分及び新規看護師２名分の減額を

行い、精査をいたしました。賃金につきましては、３月までの非常勤医師、派遣看護師分

の追加、代替医師及び代替薬剤師賃金を減額しております。既決予定額にその差額であり

ます５９４万２，０００円を減額し、３億４，９５４万９，０００円とするものです。給

与費の明細につきましては、５ページから９ページまでに掲載しておりますので、ご参照

願います。 

 ２目材料費につきましては、薬品費としまして既決予定額に３５２万４，０００円を追

加、診療材料費としまして検査部門から看護部門まで１４１万６，０００円の追加、給食

材料費としましては患者給食材料費及び給食用消耗品として７３万円の追加、合わせて材

料費につきまして既決予定額に５６７万円を追加して、１億２９３万７，０００円とする

ものです。薬品費につきましては、昨年度の最終予算より７５０万円ほど増額となってお

り、理由につきましては１２月の補正でもご説明申し上げたとおり重症患者様がふえてい

ることにより、食事が経口摂取困難で中心静脈栄養法を実施していること、治療に効果的
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な薬剤にジェネリック薬品がないこと、合併症の患者様がふえており、投薬量がふえたこ

となどの以上３点が挙げられます。診療材料費につきましては、昨年度最終予算より２５

０万円ほど減額、給食材料費は２４万円ほど増額となっております。 

 ３目経費につきましては、既決予定額から５１万６，０００円を減額し、６，１８０万

８，０００円とするもので、消耗品としまして４１万６，０００円の追加、光熱水費で電

気料から下水道料までで５０万２，０００円の追加、燃料費ではＡ重油からＬＰガスまで

で１４３万２，０００円の減額。なお、灯油につきましてはリハビリ室の暖房用であり、

新規計上分でございます。食料費は２万９，０００円、印刷製本費で１３万２，０００円

の減額、修繕費につきましては医療機器修繕費から職員住宅小破修繕まで４０万円の追加、

設備機器修繕といたしましてはボイラーや避難誘導灯、除雪機の修繕費分が追加の要因と

なっております。賃借料としましては、睡眠時無呼吸症候群検査機器リースから冷凍冷蔵

庫賃借料まで１１７万８，０００円の減額であり、人工呼吸器等の使用が減ったことによ

る減額が大きな要因となってございます。委託料につきましては、１３ページの臨床検査

委託料から１４ページの日当直医師紹介業務委託料までで６７万７，０００円の追加であ

り、エックス線撮影装置保守管理委託料では今年度新たに更新させていただきましたので、

導入の時期の調整を図りまして保守管理料は皆減としたものでございます。日当直医師の

紹介業務委託料につきましては、今まで日当直業務をお願いしていました医師に非常勤と

して診療業務に携わっていただきましたので、その分を民間の医師紹介会社にお願いして

いた手数料を追加してございます。諸会費につきましては１万５，０００円の追加であり、

看護部門、栄養部門の研修を充実させたものであります。貸倒引当金繰入額につきまして

は、１９万４，０００円を追加してございます。雑費につきましては、洗濯代から派遣看

護師住宅まで５万１，０００円の追加とし、細節で派遣看護師住宅料を新たに設けて全体

調整を図ったものであります。 

 ４目減価償却費では、リース資産減価償却費を精査して既決予定額から４８万６，００

０円を減額として、２，７６２万円とするものです。 

 ５目資産減耗費では、棚卸資産減耗費として薬剤の期限切れ分１６万円を追加、機械備

品、施設除去費としまして新規更新しましたエックス線機器等で１０２万９，０００円を

追加し、既決予定額に１１８万９，０００円を追加して、１３３万９，０００円とするも

のです。 

 医業費用としましては、既決予定額から８万５，０００円を減額し、５億４，５２５万

３，０００円とするものです。 

 １５ページをごらんください。２項介護保険事業費用としまして、当初臨時看護師によ

り訪問看護を実施する予定でありましたが、それができなくなりましたので、正職員の看

護師により実施してきました。そのため賃金から給与へ、また法定福利費につきましても

社保から共済へ組みかえを行っております。なお、手当につきましては、専任の訪問看護

師の配置ができませんでしたので、医業費用での支出といたしました。訪問看護は、８月
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１４日から開始し、サービス利用者は５名で、延べ利用者数は９０名、訪問日数は５５日

となりました。 

 １目給与費は、給料で９３万８，０００円を計上、看護師の３カ月分の給与となります。

手当は１２５万５，０００円、賃金は３１３万８，０００円の皆減です。事業補助者は配

置せず、事務職員でこなしてきております。法定福利費は組みかえ等により２６万８，０

００円を減額、給与費で既決予定額から３７２万３，０００円を減額し、１２０万円とし

たものです。 

 ３目経費につきましては、燃料費としてガソリン代２万３，０００円減額、賃借料とし

まして訪問看護のレセプト請求システムの賃借料としまして９万５，０００円を減額、既

決予定額から１１万８，０００円を減額し、４４万４，０００円といたしました。 

 介護保険事業費用としましては、既決予定額から３８４万１，０００円を減額し、１８

１万５，０００円としたものです。 

 ３項医業外費用としましては、１目支払利息及び企業債取扱諸費でリース債務支払利息

を精査し、既決予定額から１６万円を減額して、３９万８，０００円としたものです。 

 ３目雑損失では、既決予定額にその他雑損失としまして資本的支出にかかわります看護

師宿舎建設及びリハビリ施設増設の施設費や機械備品購入費に係る消費税分の１，１６２

万３，０００円を追加して、１，１６２万５，０００円とするものです。 

 医業外費用としましては、既決予定額に１，１４６万３，０００円を追加し、１，４４

６万３，０００円とするものです。 

 続きまして、収益的収支の収入をご説明申し上げます。１０ページをお開き願います。

１款病院事業収益、１項医業収益としまして、既決予定額から８，２６４万１，０００円

を減額して、３億３，０８５万６，０００円とするものです。 

 １目入院収益では、既決予定額に５５万５，０００円を追加して、１億６，３０７万９，

０００円。 

 ２目外来収益で１億１，８７０万９，０００円を減額して、１億１，１２８万４，００

０円。 

 ３目その他医業収益では、公衆衛生活動収益の各種予防接種料として５４万９，０００

円の追加、医業相談収益の各種健康診断料としまして２６１万５，０００円の追加、その

他医業収益としまして文書料からその他医業収益で５０万８，０００円の減額、合わせて

既決予定額に２６５万６，０００円を追加して、２，３６３万６，０００円。 

 ４目他会計負担金の救急医療費分としまして３，２８５万７，０００円を計上するもの

です。 

 １款２項介護保険事業収益としまして、既決予定額から３８８万５，０００円を減額し

て、１７７万１，０００円とするものです。 

 １目訪問看護収益としまして５２７万１，０００円の減額で、３８万４，０００円。 

 ３目他会計負担金の北海道地域医療介護総合確保分としまして１３８万６，０００円を
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計上するものです。 

 １款３項医業外収益としましては、既決予定額に９，４０６万３，０００円を追加して、

２億２，９００万４，０００円とするものです。 

 １目受取利息配当金では、預金利息として既決予定額に１万２，０００円を追加して、

６万２，０００円。 

 ２目他会計補助金では、基礎年金拠出金の公的負担分としまして既決予定額から５７万

３，０００円を減額して、４３９万７，０００円。 

 ３目他会計負担金は、運営費補助金としまして既決予定額に９，０４３万円を追加して、

２億５０５万５，０００円とするものです。 

 １１ページをごらんください。４目患者外給食収益としまして、既決予定額から８万円

を減額して、２７万１，０００円。 

 ６目その他医業外収益としまして、テレビ使用料から看護実習体験謝金までで既決予定

額から１４万９，０００円を減額し、１１１万７，０００円。 

 ７目国庫補助金の国民健康保険特別調整交付金としまして４４２万３，０００円を計上

するものです。 

 １款４項、１目その他特別利益として累積欠損金解消分補助金としまして５００万円を

計上するものです。 

 病院事業収益総額では、１，２５３万７，０００円を追加して、５億６，６６３万１，

０００円として、累積欠損金解消分補助金５００万円を除きまして収入、支出のバランス

をとっております。 

 続きまして、資本的収支の支出をご説明申し上げます。１７ページをお開き願います。

１款資本的支出としまして、既決予定額から１，２８８万３，０００円を減額し、１億５，

５４９万８，０００円とするものです。 

 ２項建設改良費、１目リース資産購入費では、医療事務システムから薬剤分包機までの

既決予定額から７７万９，０００円を減額し、１４９万１，０００円とするものです。 

 ２目固定資産購入費では、施設費でリハビリ施設の増設、看護師宿舎の整備、非常用発

電機及び受電盤更新の請負残分である１，２８６万１，０００円を減額、機械備品購入費

としましてはリハビリテーション室やリハビリにもかかわる訪問看護事務所用としまして

ロッカー、キャビネット、事務用チェア、パーティションなど７５万７，０００円を計上、

合わせて既決予定額から１，２１０万４，０００円を減額して、１億４，５７３万８，０

００円とするものです。 

 資本的収支の収入をご説明申し上げます。１６ページをごらんください。１款資本的収

入としまして、既決予定額に７５９万３，０００円を追加して、１億２，６２１万７，０

００円とするものです。 

 １款資本的収入、１項負担金交付金、１目一般会計負担金としましては、建設改良費分

としまして２，１６０万５，０００円を減額、看護師宿舎の過疎債分は事業費の減額によ
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り３７０万円の減額、リハビリ施設増設にかかわる過疎債分は新規に認められましたので、

１，８３０万円を計上、合わせて既決予定額から７００万５，０００円を減額し、７，０

２５万２，０００円とするものです。 

 ２項補助金、１目国庫補助金では、直営診療施設整備補助金としまして既決予定額から

２，０００円を減額し、１，１３６万５，０００円とするものです。 

 ３項企業債、１目企業債では、看護師宿舎にかかわる整備費の確定により３７０万円の

減額、リハビリ施設の増設にかかわる企業債も過疎債とあわせて認められましたので、１，

８３０万円を計上、合わせて既決予定額に１，４６０万円を追加して、４，４６０万円と

するものです。 

 資本的収入が資本的支出額に対して不足する額であります２，９２８万１，０００円は、

当年度分損益勘定留保資金で補填するものです。 

 予定貸借対照表は３ページに、またキャッシュフロー計算書は４ページに添付いたしま

したので、ご参照願います。 

 以上、簡単でありますが、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） １点だけお伺いいたします。 

 訪問看護事業について、残念ながらいろんな理由があって計画と相当違うというか、数

字的にいうと、なってしまったのだけれども、この辺の実態、状況はどうだったのでしょ

うか。伺いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 小林国保病院事務長。 

〇国保病院事務長（小林嘉仁君） 訪問看護につきましては、当初の段階では最大限とい

うことでとりあえず予算計上させていただきました。当初の段階では、４月から実施でき

るかなということで進めていたのですが、実際的に具体的な動きを調整かけまして、実質

８月からということで、４、５、６、７の分についてはその辺の事業費の動きがなかった

ということです。 

 それから、実際に訪問看護を受けたいというものに関しましては、あくまでもサービス

でございますので、必要な方からのご希望により受けるサービスであるということもござ

いまして、これにつきましては包括支援センター、それから長寿園の居宅のほうと調整し

ながら、必要なサービス利用者の方に使ってもらうという方向で整理をさせていただきま

した。ただ、看護師が不足している部分、これに関しては何とか無理して時間をとりなが

らやってきたということもありまして、必要最低限の方にはサービスを提供できたという

ことと、もう一点ありますのが実は主治医が違うと。基本的に中頓別町の医師のほうにか

かっている方については、うちの病院のほうで指示を出すのです。それが違う病院でかか

っている方に関しては、診療情報を提供してもらわなければうちの医師のほうではサービ
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スの提供の指示を出すことができないということもありまして、これらについては今後の

課題ということで、次年度以降そういったものをクリアしていくような体制を組んでいき

たいなと。ただし、これにつきましては病院のほうでやるということでも、病院のほうで

その部分を進めるということもなかなか難しいものもありまして、包括支援センター、そ

れから長寿園とも連携をとりながら進めていきたいと。ただ、言えることは最低限必要な

患者様については基本的にはこのサービスをご利用いただくことができたかなということ

でございます。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） 説明で幾つかの課題があったというのはわかるのですが、基本

的に住民側からいうと非常に期待した事業だったと思うのです。ところが、実際にふたを

あけてみたら病院で動けなかったとか、いろんな別の課題も出てきたということなのです

けれども、では来年度はうまくやれるのですか。その辺包括支援センターとのかかわりの

こともあると思いますけれども、もう少し実態として訪問看護を望む患者さんたちに対応

をどうしようとしているのか、その辺ももう一度伺いたいと思うのです。要するに補正予

算で５００万円以上の予算を組んで、実質実績が三十何万円の収入しかなかったというこ

とは、ほとんどやらなかったと言われても仕方ないと思うのです。だから、この辺を来年

度はどういうふうにかかわっていくのか、それだけ伺いたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 小林国保病院事務長。 

〇国保病院事務長（小林嘉仁君） 次年度に向けましては、これはあくまでもサービスで

すので、利用したいという方がいらっしゃいましたら、うちの病院のほうとしては極力そ

れに関しては人員を割いて対応していきたいというふうに考えております。当初の段階で

包括のほうとも話をしたのですけれども、十数人使いたいというようなお話もあったので

すが、実際うちのほうの先生のほうにかかっていらっしゃる方が四、五名しかいなかった

と。それらの部分で多くは投薬指導してもらいたいのだという話でございまして、その投

薬指導等につきましては基本的にはここの病院ではない先生のほうのご指示をいただかな

いとうちの病院のほうではできないと。それがあるのと、あわせて指示を受けた段階で月

に１度はうちの病院のほうにかかっていただくことが必要だということで、経費等もかか

るということもございまして、今後その辺の部分も整理していきながら、病院としまして

はできるだけ多くの患者様といいますか、利用者の部分を広げていきたいというふうに考

えています。あとあわせて、リハビリも次年度整理されることに、実施することになりま

すので、リハビリのほうの訪問を実際に入れていきたいと。今段階２名の方につきまして

は、看護師によるリハビリということで実施をさせていただいています。これに関しまし

ては、保健福祉のほうの協力を得ながら、リハビリの先生が来たときにどういったような

指導をしたらいいのか、あるいはリハビリのやり方を教えていただきながら看護師のほう

で実施してきているという状況も、リハビリの先生が来ることによってその辺がしっかり

と確立できるのではないかというふうに思っています。それらもあわせてサービスの利用
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者を少しでも広げていきたいなというふうには考えています。 

〇議長（村山義明君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３５号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３５号 平成２７年度中頓別町国民健康保険病院事業会計補正予算は原

案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第３６号 

〇議長（村山義明君） 日程第１１、議案第３６号 平成２７年度中頓別町水道事業特別

会計補正予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３６号 平成２７年度中頓別町水道事業特別会計補正予算

につきまして、中原産業建設課長から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 中原産業建設課長。 

〇産業建設課長（中原直樹君） 議案第３６号 平成２７年度中頓別町水道事業特別会計

補正予算についてご説明をいたします。 

 １ページ、平成２７年度中頓別町水道事業特別会計補正予算。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０万７，０００円を追加し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ８，３５０万６，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 事項別明細書、歳出からご説明をいたします。７ページでございます。１款水道費、１

項総務費、１目一般管理費につきましては、既定額に８０万４，０００円を追加し、４，

２１２万２，０００円とするもので、内訳につきましては１１節需用費で中頓別浄水場サ

ンプリングポンプ修繕で１１０万６，０００円、秋田増圧ポンプ場減圧弁修繕で１９万８，

０００円、合計で１３０万４，０００円を追加するもので、中頓別浄水場サンプリングポ

ンプにつきましては次亜塩素等浄水ダクトを計測する配水のサンプリングを水質計器に送
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水するポンプでございまして、１月１８日に故障をしましたが、供用開始から１８年が経

過し、部品もなく、修繕不能であるため取りかえが必要になったものでございます。現在

についても当然故障したままでございますけれども、冬期間ということで原水の水質が安

定しているということで、残留塩素も基準内で現状で確保できておりますけれども、これ

から融雪時期になってくるとこのサンプリングポンプがなければ基準値内の水質が保てな

くなるということで、早期に取りかえなければならないということでございます。秋田増

圧ポンプ場の減圧弁についてもサンプリングの水を送る配水管に設置されているものでご

ざいまして、中頓別浄水場サンプリングポンプ同様修繕不能であるため取りかえが必要に

なったものでございます。１５節工事請負費では、町道水道管移設工事で５０万円減額す

るもので、町道あかね２号線交付金工事に伴い町道水道管移設工事５０万円を計上してお

りましたが、水道管の移設を要さなかったため全額減額するものでございます。 

 ８ページ、３款諸支出金、１項基金費、１目財政調整基金費につきましては、２５節積

立金で預金利子３，０００円を計上するものでございます。 

 ５ページ下段、歳出合計、既定額８，２６９万９，０００円に８０万７，０００円を追

加し、８，３５０万６，０００円とするものでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明をいたします。６ページをお開きください。２款繰入

金、１項繰入金、１目一般会計繰入金につきましては、１３０万４，０００円を一般会計

から繰り入れするものでございます。 

 ４款諸収入、１項雑入、２目弁償金につきましては、先ほど歳出で説明したとおり、町

道あかね２号線交付金工事の水道移転補償を要さなかったため、５０万円全額を減額する

ものでございます。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、１節利子及び配当金につきま

しては、利子及び配当金３，０００円を計上するものでございます。 

 ４ページ下段、歳入合計、既定額８，２６９万９，０００円に８０万７，０００円を追

加し、８，３５０万６，０００円とするものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３６号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３６号 平成２７年度中頓別町水道事業特別会計補正予算は原案のとお
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り可決されました。 

 ここで議場の時計で２時１０分まで休憩したいと思います。 

 

休憩 午後 ２時０１分 

再開 午後 ２時１０分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎議案第３７号 

〇議長（村山義明君） 日程第１２、議案第３７号 平成２７年度中頓別町介護保険事業

特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３７号 平成２７年度中頓別町介護保険事業特別会計補正

予算につきまして、矢上保健福祉課長から説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 矢上保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（矢上裕寛君） それでは、議案第３７号 平成２７年度中頓別町介護保

険事業特別会計補正予算についてご説明いたします。 

 １ページをお開きください。平成２７年度中頓別町の介護保険事業特別会計補正予算は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８６７万５，０００円を減額

し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，１３４万３，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 最初に、事項別明細書、歳出からご説明いたしますので、９ページをお開きください。

２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費では、既定額から４００万円を減額し、

３，２００万９，０００円とするもので、これは１９節負担金補助及び交付金の通所介護

分で、デイサービスセンターの火災により施設の復旧までの間町の独自事業を実施したこ

とにより減額となったものであります。 

 ２目地域密着型介護サービス給付費では、既定額から２９７万３，０００円を減額し、

２５１万９，０００円とするもので、これは１９節負担金補助及び交付金で認知症対応型

グループホームの入所者が途中で亡くなったことにより減額するものであります。 

 ３目施設介護サービス給付費では、既定額から７７１万６，０００円を減額し、１億４，

１８３万９，０００円とするもので、これは１９節負担金補助及び交付金の介護老人福祉
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施設の利用見込みにより減額するものであります。 

 ４目居宅介護福祉用具購入費では、既定額から１５万円を減額し、２４万５，０００円

とするもので、１９節負担金補助及び交付金の居宅介護福祉用具購入給付費の利用見込み

により減額するものであります。 

 ５目居宅介護住宅改修費では、既定額から３０万円を減額し、９万５，０００円とする

もので、１９節負担金補助及び交付金の居宅介護住宅改修費の利用見込みにより減額する

ものであります。 

 ６目居宅介護サービス計画給付費では、既定額に９０万円を追加し、９０１万円とする

もので、１９節負担金補助及び交付金で要介護者のサービス利用に対する計画件数の増加

により追加するものであります。 

 １０ページをお開きください。２款保険給付費、２項１目介護予防サービス給付費では、

既定額に８１万円を追加し、３１４万９，０００円とするもので、これは１９節負担金補

助及び交付金の介護予防訪問介護の利用実績で、当初３名から５名に増加したため追加す

るものであります。 

 ５目介護予防サービス計画給付費では、既定額から２０万１，０００円を減額し、６６

万３，０００円とするもので、１９節負担金補助及び交付金の介護予防サービス計画給付

費の利用実績により減額するものであります。 

 ２款保険給付費、６項１目特定入所者介護サービス費では、既定額に４９５万円を追加

し、１，９６８万８，０００円とするもので、１９節負担金補助及び交付金の特定入所者

介護サービス費につきまして介護老人福祉施設利用者が１名増加したことにより追加する

ものであります。 

 １１ページをごらんください。５款基金積立金、１項１目介護給付費準備基金積立金で

は、既定額に５，０００円を追加し、６，０００円とするもので、２５節積立金の介護給

付費準備基金積立金を追加するものであります。 

 ５ページをお開きください。歳出、既定額２億４，００１万８，０００円から８６７万

５，０００円を減額補正し、２億３，１３４万３，０００円といたしました。 

 続きまして、歳入をご説明いたします。６ページをお開きください。２款支払基金交付

金、１項１目介護給付費交付金では、既定額から２４３万円を減額し、６，２９３万９，

０００円とするもので、１節現年度分の標準給付費の収入見込みにより減額するものであ

ります。 

 ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金では、既定額から１３５万円を減額し、３，

６２５万４，０００円とするもので、１節現年度分の標準給付費の収入見込みにより減額

するものであります。 

 ３款国庫支出金、２項１目調整交付金では、既定額から８６万８，０００円を減額し、

２，０１６万２，０００円とするもので、１節現年度分の標準給付費の収入見込みにより

減額するものであります。 
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 ７ページをごらんください。４款道支出金、１項１目介護給付費負担金では、既定額か

ら１４７万１，０００円を減額し、３，４１８万２，０００円とするもので、１節現年度

分の標準給付費の収入見込みにより減額するものです。 

 ５款財産収入、１項１目利子及び配当金では、既定額に４，０００円を追加し、５，０

００円とするもので、１節利子及び配当金の介護給付費準備基金利子の追加によるもので

あります。 

 ６款繰入金、２項１目介護給付費準備基金繰入金では、既定額から２７３万５，０００

円を減額し、３０８万４，０００円とするもので、１節介護給付費準備基金繰入金を減額

するものです。 

 ８ページをお開きください。７款繰越金、１項１目繰越金では、既定額に１７万５，０

００円を追加し、８７万４，０００円とするもので、１節前年度繰越金として追加するも

のであります。 

 ４ページをお開きください。歳入、既定額２億４，００１万８，０００円から８６７万

５，０００円を減額補正し、２億３，１３４万３，０００円とし、歳入歳出のバランスを

とっているところであります。 

 以上、簡単ではありますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願いいたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３７号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３７号 平成２７年度中頓別町介護保険事業特別会計補正予算は原案の

とおり可決されました。 

 

    ◎議案第３８号 

〇議長（村山義明君） 日程第１３、議案第３８号 平成２７年度中頓別町後期高齢者医

療事業特別会計補正予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３８号 平成２７年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会

計補正予算につきまして、吉田保健福祉課参事から説明させていただきます。 
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〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） 議案第３８号 平成２７年度中頓別町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算についてご説明いたします。 

 １ページをお開きください。平成２７年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予

算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７５万９，０００円を減額し、

歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ２，７２３万５，０００円とする。 

 第２項 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正」による。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 それでは初めに、事項別明細書、歳出からご説明いたします。７ページをごらんくださ

い。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、既定額から９万円を

減額し、２３３万９，０００円とするもので、内容につきましては９節旅費で５万６，０

００円の減額、１２節役務費で３万４，０００円の減額といずれも決算の見込みにより減

額するものであります。 

 ８ページをお開きください。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金では、既定額

から５７万１，０００円を減額し、２，４８９万４，０００円とするもので、内容につき

ましては保険基盤安定負担金で３０万４，０００円の減額、広域連合事務費負担金で２６

万７，０００円の減額といずれも額の確定による減額となります。 

 ９ページをごらんください。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還

付金では、既定額から９万８，０００円を減額し、２，０００円とするもので、保険料の

還付につきましては本年度２件１，１００円の実績があったことから、不用額を減額する

ものであります。 

 ５ページをごらんください。歳出合計、既定額から７５万９，０００円を減額し、２，

７２３万５，０００円とするものであります。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。６ページをお開きください。２款繰入金、

１項一般会計繰入金、１目事務費繰入金につきましては、既定額から３５万７，０００円

減額し、２９３万８，０００円とするもので、歳出でご説明しました２款後期高齢者医療

広域連合納付金での広域連合事務費負担金及び特別会計事務費負担金につきましては歳出

１款総務費の一般管理費の減額によるものであります。 

 ２目保険基盤安定繰入金につきましては、既定額から３０万４，０００円を減額し、１，

０７４万６，０００円とするもので、歳出の２款後期高齢者医療広域連合納付金での保険

基盤安定負担金の減額によるものであります。 

 ４款諸収入、２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金につきましては、既定額か

ら９万８，０００円を減額し、２，０００円とするもので、歳出での３款諸支出金の保険
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料還付金の実績に伴い減額するものであります。 

 ４ページをごらんください。歳入合計、既定額から７５万９，０００円を減額し、歳入

合計２，７２３万５，０００円とし、歳入歳出のバランスをとっております。 

 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いしま

す。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３８号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３８号 平成２７年度中頓別町後期高齢者医療事業特別会計補正予算は

原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１０号～議案第１２号、議案第１９号 

〇議長（村山義明君） 日程第１４、議案第１０号 難病患者等の援護に関する条例の制

定の件、日程第１５、議案第１１号 障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する

条例の制定の件、日程第１６、議案第１２号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条

例の制定の件、日程第１７、議案第１９号 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の

一部を改正する条例の制定の件を一括議題とします。 

 本件について順次提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第１０号から第１２号、それから第１９号につきまして、吉

田保健福祉課参事から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） それでは、説明させていただきます。 

 まず、議案第１０号 難病患者等の援護に関する条例の制定につきまして、３６ページ

をごらんください。難病患者等の援護に関する条例の制定について。 

 難病患者等の援護に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ４１ページをお開きください。制定の要旨であります。難病の患者に対する医療等に関

する法律及び児童福祉法に基づき、難病患者、小児慢性特定疾病児童及び療育を必要とす

る１８歳未満の児童に対し、その通院に要する費用を助成するために、新たに条例を制定
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するものであります。 

 本条例につきましては、これまで中頓別町特定疾患患者及び保護者の援護に関する規則

にて交通費助成を実施しておりましたが、平成２７年に制定の名称が特定疾患患者から難

病患者と変更となり、交通費助成につきましても助成額を改定し、規則を条例化するもの

であります。 

 ３７ページをお開きください。第１条では、難病患者等で治療を必要とする者に対し、

治療通院に要した費用の一部を助成し、もって難病患者等の保健と福祉の増進を図ること

を目的としています。 

 第２条では、第１号、難病患者等について、第２号では保護者について、第３号では療

育施設等通院児について、第４号では通院等に要した費用についてそれぞれ定義していま

す。 

 第３条につきましては、助成の対象についての規定とし、町の区域内に居住し、前条各

号に該当し、住民基本台帳に登録されている者及び保護者とし、他の法律等により同額以

上の給付を受けている者または町税等の滞納がある者については除くということとしてい

ます。 

 第４条につきましては、助成額についての規定で、地域の事情により自家用車での通院

が想定されることから、公共交通機関を利用した場合につきましては交通費の証明の額の

３分の２とし、限度額を８，０００円とするものであります。地域的に自家用車の利用が

想定されるため、公共交通機関以外の利用での助成額を規定したものであります。 

 また、第３号につきましては、１泊を限度として宿泊費について規定しています。 

 第５条につきましては申請について、第６条につきましては助成の方法について、第７

条につきましては助成の返還について、第８条につきましては委任についてそれぞれ規定

するものであります。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 別記第１号様式につきましては、申請時の様式を規定したものであります。 

 続きまして、障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例の制定についてご

説明いたします。４２ページをお開きください。議案第１１号 障がい福祉サービス利用

者への交通費助成に関する条例の制定について。 

 障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ４７ページをお開きください。制定の要旨です。現在の障害者福祉施設等への交通費助

成事業実施要綱を精査し、条例化するとともに、利用拡充を目的として新たに条例を制定

するものであります。 

 ４３ページをお開きください。第１条では、町内に住居を有する在宅の障がい者及び障

がい児が南宗谷地域における障がい福祉サービス利用者への通所及び通園のために要する

交通費を助成することにより、その者の社会参加活動を容易にし福祉の増進を図ることを
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目的とするものであります。 

 第２条では、助成対象者について規定した内容で、身体障害者手帳または療育手帳もし

くは精神保健福祉手帳を有する者で、南宗谷地域の障がい福祉サービスの利用承認を受け、

通所及び通園のために要した費用を負担しようとする利用者とし、住民基本台帳に記載さ

れている者及びその保護者とし、他の法律により同額以上の給付を受けている者または町

税等の滞納がある者については除くとしています。 

 第３条では、助成の額についての規定で、これにつきましては地域の事情により自家用

車での通院が想定されることから、公共交通機関と公共交通機関以外の２通りの額を設定

いたしました。 

 第４条につきましては申請手続について、第５条につきましては助成の方法につきまし

て、第６条につきましては資格内容の変更及び喪失について、第７条については助成額の

返還について、第８条につきましては委任についてそれぞれ規定するものであります。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 別記第１号様式及び第２号様式につきましては、申請時及び変更届の様式を規定したも

のであります。 

 続きまして、中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の制定についてご説明いたし

ます。４８ページをお開きください。議案第１２号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関

する条例の制定について。 

 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日、中頓別町長、小林生吉。 

 ５５ページをお開きください。制定の要旨です。妊婦健診は、母子手帳の交付から出産

に至るまでの妊婦や胎児の健康状態を定期的に確認するために行うもので、病気の有無を

調べることはもちろんですが、医師や助産師に相談し、妊娠期間中を安心して過ごすため

にも大事な機会になります。妊婦の健康保持と健やかな出産を支援するため母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１３条の規定により実施する妊婦の健康診査の徹底及び

保健管理の向上を図るため、平成２１年度から要綱により、妊婦健康診査の助成を実施し

ていましたが、しかし中頓別町ではこの妊婦健康診査を受けられる医療機関がないため、

町外の医療機関で受診することとなります。確実に受診していただくためにもその通院に

要する費用の助成をあわせて実施するため、これまでの要綱により妊婦健診の助成を行っ

てまいりましたが、これに交通費の助成を加え、要綱を条例化するものであります。 

 ４９ページをお開きください。第１条では、妊婦の健康保持と健やかな出産を支援する

ため母子保健法第１３条の規定により実施する妊婦の健康診査の徹底及び保健管理の向上

を図るため、妊婦の健康診査を円滑にすることを目的としています。 

 第２条では、健康診査の対象者について規定しています。 

 第３条につきましては、健康診査の種類としまして、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康

診査、超音波検査を規定したものであります。 



 - 51 - 

 第４条につきましては、健康診査の内容といたしまして、北海道の健康診査実施要綱の

定めに準ずることを規定したものであります。 

 第５条につきましては、健康診査の実施等についての規定でありまして、第１項では健

診の実施については北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関に委託をし

て行うものとし、委託した医療機関での健診が困難な妊婦が委託医療機関以外での医療機

関で健診を受診する場合について規定するもので、第２項につきましては妊婦健康診査の

回数について規定するものであります。 

 第６条では、受診票の交付及び健康診査の受診について規定したものであります。 

 第７条につきましては、第１項では費用の請求としまして町が負担する額について規定

したものであります。第１号では妊婦一般健康診査及び超音波健康診査、妊婦精密健康診

査の費用について、道医師会との協定に基づき医療機関が町長に請求するもの、第２号で

は道外医療機関等での受診の場合の助成の方法、第３号では妊婦精密健康診査における町

の助成について、第１号に規定する助成以外の助成について規定するものであります。第

４号では、町内から健診機関への通院に関する交通助成について規定するものであります。 

 第８条につきましては、費用の支払いについて規定するものであります。 

 第９条につきましては、医療機関の請求ができる額については北海道の健康診査実施要

綱の定めに準ずるものとし、そのために必要に応じ町長が別に定めることを規定するもの

であります。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 その他申請に係る様式としまして、第１号から第３号様式を規定しております。 

 続きまして、中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて説明いたします。８６ページをお開きください。議案第１９号 中頓別町不妊治療

費助成事業に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ９０ページをお開きください。改正の要旨です。平成２７年度より、不妊治療による妊

娠を希望される希望される方に治療費の一部助成を開始しました。不妊治療は複数回の受

診が必要になります。しかし、中頓別町ではこの不妊治療を受けられる医療機関がないた

め、町外の医療機関で受診することとなります。不妊治療費助成事業の目的でもある経済

的負担の軽減と少子化対策の推進を図るためにも通院に要する費用の助成をあわせて実施

するため、条例の一部改正をするものであります。 

 ８７ページをお開きください。中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を改正

する条例。 

 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項に次の１号を加える。 
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 第３号、交通費助成、治療のため通院に係る交通費の助成については、次の表のとおり

とする。 

 表の内容ですが、助成につきましては公共交通機関を利用した場合につきましては交通

費の証明額の３分の２とし、限度額を１万円とするものです。地域的に自家用車の利用が

想定されるため、公共交通機関以外の利用での助成を想定したものであります。 

 第４条第２項中「各号」を「第１号及び第２号」に改め、同条に次の１項を加える。 

 第３項、第１項第３号の規定により算出した助成金の額に百円未満の端数が生ずるとき

は、その端数を切り捨てる。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 交通費助成の申請様式につきましては、規定の中に各様式にほかの交通助成様式と統一

した様式を追加することといたしました。 

 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

いたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） 第１１号の障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する

条例の制定で、これまでの規則等でやっていたものを条例化すると。これはいいのです。

これはいいので、条例化をして、利用拡充を目的として新たに条例制定にしたということ

の制定の要旨なのですけれども、条例上から見て利用拡充するポイントはどこになるので

しょう。ちょっと私は調べていなかったものだから、お知らせください。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） ポイント、実際に今この障がい福祉サービス利用、交

通費助成を利用されている方は１名おりまして、今後も今のところ見込みとしては１名な

のですけれども、回数も含めまして今までは月に３回ですとかということで行っていたの

ですけれども、交通費の助成が今まで以上に出るということであれば、もうちょっと回数

をふやしていけるのかなということが１つになると思います。 

〇議長（村山義明君） 続けて。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） 今までは、公共交通機関の交通費助成しか出していな

かったのですけれども、それを車での利用もできるということです。それとあわせて、交

通機関につきましても今まで２分の１だったのを３分の２ということで若干ふやしている

ということになります。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇４番（宮崎泰宗君） 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の、これ改正というこ

とで、今年度不妊治療による一部助成というのが始まりましたけれども、交通費もまた助

成をしていただけるということは利用されている方には助かると思うのですけれども、今

年度制定されて、実際利用実績というのはあるのでしょうか。 
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〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） 今年度実績としましては、人数としては１名なのです

けれども、申請回数としては２件ということになります。というのは、病院を途中でかえ

ているということもありまして、人数としましては今現在１名の実績がありました。 

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより議案第１０号 難病患者等の援護に関する条例の制定の件について討論を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１０号を採決します。 

 議案第１０号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号 難病患者等の援護に関する条例は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第１１号 障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例の制定

の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１１号を採決します。 

 議案第１１号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号 障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例は原案

のとおり可決されました。 

 これより議案第１２号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例の制定の件につい

て討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１２号を採決します。 

 議案第１２号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号 中頓別町妊婦健康診査等の助成に関する条例は原案のとおり可

決されました。 
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 これより議案第１９号 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を改正する条

例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１９号を採決します。 

 議案第１９号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号 中頓別町不妊治療費助成事業に関する条例の一部を改正する条

例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１５号 

〇議長（村山義明君） 日程第１８、議案第１５号 職員給与条例の一部を改正する条例

の制定の件を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第１５号 職員給与条例の一部を改正する条例の制定につい

て、遠藤総務課長から内容の説明をさせていただきます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） 議案第１５号 職員給与条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

 職員給与条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ７３ページをごらんください。改正の要旨であります。平成２６年に成立いたしました

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の改正に

より、給与に関する条例に規定すべき事項を定めた同法第２５条第３項各号に、給料表と

並んで等級別基準職務表が明記されることになったため、今回条例を改正するものであり

ます。 

 ６９ページをごらんください。職員給与条例の一部を改正する条例。 

 職員給与条例の一部を次のように改正する。 

 第３条の次に次の２条を加える。 

 （職務の級の分類） 

 第３条の２、職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定め

る職務の級に分類するものとする。 

 第２項、前項の規定により分類される職務の級の内容は、別表第３の級別職務分類表に

定めるとおりとする。 
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 （職員の職務の級の決定） 

 第３条の３、町長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第２項の

規定に基づく級別職務分類表に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定す

ることができる。 

 別表第２の次に次の１表を加える。 

 別表第３（第３条の２関係）、級別標準職務表、表の内容につきましてはごらんいただ

いて、説明は省略させていただきます。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上であります。 

 なお、当町におきましては、この級別標準職務表については現在初任給、昇格、昇給等

の基準に関する規則の中で定められているものでありますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１５号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号 職員給与条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されま

した。 

 

    ◎議案第１７号 

〇議長（村山義明君） 日程第１９、議案第１７号 中頓別町地域づくり活動支援補助金

条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第１７号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の一部を

改正する条例の制定について、長尾総務課参事から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 議案第１７号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の

一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 
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 ７８ページをお開きください。議案第１７号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例

の一部を改正する条例の制定について。 

 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ８１ページをお開きください。改正の要旨でございますが、本条例は地域振興と町民福

祉の向上を図ることを目的に地域づくりを推進するため事業に対して補助金を交付するも

のであり、引き続き制度の継続を行うため、５年間の延長を行うものであります。 

 ７９ページにお戻りください。改め分を読み上げてご提案いたします。中頓別町地域づ

くり活動支援補助金条例の一部を改正する条例。 

 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例（平成２３年条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

 附則中「、平成２８年３月３１日」を「、平成３３年３月３１日」に改める。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 宮崎さん。 

〇４番（宮崎泰宗君） 地域づくり活動支援補助金の期限を５年間延長されるということ

で、たしか今年度に関してはこの条例については実績がなかったかなと思うのですけれど

も、ちょっと前年度までがどれぐらい実績なりなんなりがあったかというのをもしわかれ

ばお伺いしたいなと思うのですけれども。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 実績についてご説明いたします。 

 平成２３年度から今年度、２７年度までの５カ年で地域づくり活動支援ということで４

事業ありました。補助金額にしまして７２３万円の交付がなされております。内容につき

ましては、一昨年炭窯の整備事業、それから２５年にコミュニティーレストラン開設、平

成２４年には森のかけらプロジェクト、平成２３年度に黄金湯のよみがえり事業という事

業を採択しております。 

 以上です。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇４番（宮崎泰宗君） 一番最近が一昨年と…… 

（何事か呼ぶ者あり） 

〇４番（宮崎泰宗君） これ昨年でしたよね。これまで４事業で７２３万円ということな

のですけれども、これ今回この後になりますけれども、産業の振興条例で商工業だったり、

農業だったりというものが制定されるとすると、今まで地域づくり活動支援補助金は基本

的には誰でもという感じだと、企業でも個人でも団体でも。ただ、今回恐らく提案されて

いくとすると、この地域づくり活動支援補助金については個人、団体というくくりになっ
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ていくのかなと思うのですけれども、商工業の条例が制定されたとしたら。それはそれで

いいと思うのですけれども、５年間延長するということで、今まで４事業かな。この補助

金を利用された方というのは、今後については、たしか５年とか１０年とか１度受けたら

使えないという規定があったと思うのですけれども、今回で期限が切れて延長されるとい

うことなので、その点はどうなるのか、ちょっとお伺いしたいなと思うのですけれども。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 今回期限延長ということで、これまで使われた方も事業の

年次３カ年という縛りの中で一度終わっておりますが、また再度新しい取り組み等を行う

場合においてはこの事業も実施可能ということで考えております。 

〇議長（村山義明君） 宮崎さん。 

〇４番（宮崎泰宗君） 新たな事業でと言ってもこれ商工業制定されると個人、団体の方

が活用されることになっていくのかなと思うのですけれども、新たなものであれば恐らく

事業的には例えば同じ個人でも同じ団体でも全く別な事業であれば受けていけると思うの

ですけれども、これまでの２７年度までの間で３年間みっちり補助を受けたというところ

はあると思うのだけれども、そうでないところもあると思うのです。これは、同じ事業に、

その事業にあるかもしれないですけれども、その点あるかどうかも含めて、３年利用して

いなくて金額も満額いっていなかったら、新しく改正されるとそれは継続していけるとい

うことになるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。わかりますか。 

〇議長（村山義明君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５７分 

再開 午後 ２時５９分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩を解いて会議を開きます。 

 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 条例の規定どおり、１事業の補助金額２分の１では１，０

００万円を限度として３年間を限度とするということですので、既に同一事業で限度額ま

でいっていないものについては再度権利があると。それ以外では、新規事業としましては

再度この事業で新規という形で事業の採択が可能ということに考えております。 

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） それでは、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第１７号を採決し

ます。 



 - 58 - 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号 中頓別町地域づくり活動支援補助金条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 ここで議場の時計で３時１０分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１０分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎議案第２０号～議案第２１号 

〇議長（村山義明君） 日程第２０、議案第２０号 中頓別町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定の

件、日程第２１、議案第２１号 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題とします。 

 本件について順次提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第２０号 中頓別町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び議

案第２１号 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について、矢上保健福祉課長から説明をさせて

いただきます。 

〇議長（村山義明君） 矢上保健福祉課長。 

〇保健福祉課長（矢上裕寛君） 議案第２０号 中頓別町指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

 中頓別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町町長、小林生吉。 

 ９５ページをお開きください。改正の要旨であります。介護保険法施行規則等の一部を
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改正する省令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律の一部改正の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令に

より、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改

正されたことに伴い改正するものであります。 

 ただいまお配りしました資料、議案第２０号と第２１号に関する資料でございまして、

１枚めくっていただきまして、１ページの上段、今回変更となります名称を整理したもの

であります。現行の指定複合型サービスについては指定看護小規模多機能型居宅介護に、

複合型サービスにつきましては看護小規模多機能型居宅介護に、定期巡回サービス、随時

対応サービスまたは随時訪問サービスについては定期巡回・随時対応型訪問介護看護と名

称が変更になるというものであります。その下にサービスの種類といたしまして７つ、そ

の内容を説明したものを記載しております。 

 ２ページの議案第２０号では、指定地域密着型介護予防サービスの事業について改正さ

れる内容を整理したものになっております。 

 ３ページと４ページにつきましては、議案第２１号の指定地域密着型サービスの事業を

整理したものになりますので、ご参照をお願いいたします。 

 それでは、９６ページの新旧対照表でご説明いたします。定義の第２条第１項第１号中

「法第８条の２第１４項」を「法第８条の２第１２項」に改める。 

 設備及び備品等の第８条第４項中「前３項」を「前１項から第３項まで」に改め、同項

を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 第４項、前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該

サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

に係る指定を行った町長に届け出るものとする。 

 ９７ページです。従業員の員数、第９条第１項中「第４５条第６項第２号」を「第４５

条第６項」に、「第４５条第６項第３号」を「第４５条第６項」に改める。 

 ９８ページです。利用定員等、第１０条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所」を「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生

活住居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居

をいう。）ごとに」、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を「指定地域密着型介護老人

福祉施設においては施設」に改め、同条第２項中「第４５条第６項第４号」を「第４５条

第６項」に改める。 

 ９９ページです。事故発生時の対応、第３８条に次の１項を加える。 

 第４項、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第８条第４項の単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、
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第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 従業員の員数等、１００ページになります。第４５条第６項中「指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の

表の上欄に掲げる」に、「、当該各号」を「、同表の中欄」に、「ときは、」を「ときは、

同表の下欄に掲げる」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。 

 表の内容です。当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着

型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施設（医療法（昭

和２３年法律第２０５号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。）については介護職員。当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の

同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合、前項中欄に掲げる施設等、指定

居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定

認知症対応型通所介護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設については看

護師又は准看護師。 

 １０１ページです。第４５条第７項中の「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模

多機能型居宅介護従業者」に改め、１０２ページです。同条第１０項中「法第８条の２第

１８項」を「法第８条の２第１６項」に改め、同項ただし書き中「第６項各号」を「第６

項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれ

かが併設されている場合の項の中欄」に改める。 

 管理者、第４６条第１項のただし書き中、１０３ページになります。「前条第６項各

号」を「前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に、

「を含む。）」を「を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・

日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」に

改め、同条第３項中、１０４ページになります。「指定複合型サービス事業所」を「指定

複合型サービス事業所（指定地域密着型サービス基準第１７３条に規定する指定複合型サ

ービス事業所をいう。次条において同じ。）」に改める。 

 第４８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、１０５ページです。同条第２項第１

号中「１５人（」を「１５人（登録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」に改め、同号

に次の表を加える。 

 表の内容で訂正がございます。表の登録定数となっていますが、登録定員の誤りです。

また、利用定数についても利用定員に訂正をお願いいたします。申しわけございません。 

 登録定員２６人又は２７人にあっては、利用定員１６人。登録定員２８人にあっては、
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利用定員１７人。登録定員２９人にあっては、利用定員１８人とする。 

 第６４条中「第４５条第６項各号」を「第４５条第６項」に改める。 

 準用の第６６条中「及び第３２条から第３９条まで」を「、第３２条から第３７条まで、

第３８条（第４項を除く。）及び第３９条」に改める。 

 １０６ページです。第６７条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を

受けて」を「行い」に改める。 

 第７１条中「法第８条の２第１７項」を「法第８条の２第１５項」に改める。 

 １０７ページです。第７５条第１項に次のただし書きを加える。 

 ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難である

ことその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営

に必要と認められる場合は、一つの事業所における共同生活住居を数を３とすることがで

きる。 

 準用の第８７条中「第３７条から第３９条まで」を「第３７条、第３８条（第４項を除

く。）、第３９条」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 続きまして、議案第２１号についてご説明いたします。１０９ページをお開きください。

議案第２１号 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 １５４ページをお開きください。改正の要旨であります。介護保険法施行規則等の一部

を改正する省令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関するの法律の一部改正の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省

令により、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改

正されたことに伴い改正するものであります。 

 １１０ページをお開きください。中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の改め文でありますが、改め文

を読み上げることで説明とさせていただきます。 

 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を次のように改正する。 

 目次中「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」に改め

る。 

 第８条第２項ただし書中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第
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５条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中「指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所に」を「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内

に」に、「併設されている」を「ある」に改め、同項第５号中「第８４条第６項第１号」

を「第８４条第６項」に改め、同項第６号中「第８４条第６項第２号」を「第８４条第６

項」に改め、同項第７号中「第８４条第６項第３号」を「第８４条第６項」に改め、同項

第８号中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に

改める。 

 第２５条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。 

 第３４条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定夜間対応

型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、随時対応サービス

又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に改める。 

 第６２条中「営むことができるよう」を「営むことができるよう生活機能の維持又は向

上を目指し」に改める。 

 第６５条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第３項の次に次の１項を加える。 

 第４項、前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第１

項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の

開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市町村

長に届け出るものとする。 

 第６７条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８条第１９項又は

法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。）ごとに」に、「指定

地域密着型介護老人福祉施設」を「指定地域密着型介護老人福祉施設においては施設」に

改め、同条第２項中「指定居宅サービスをいう」を「指定居宅サービスをいう。以下同

じ」に、「指定介護予防サービスをいう」を「指定介護予防サービスをいう。以下同じ」

に、「指定地域密着型介護予防サービスをいう」を「指定地域密着型介護予防サービスを

いう。以下同じ」に、「介護保健施設」を「介護保険施設（法第８条第２４項に規定する

介護保険施設をいう。以下同じ。）」に改める。 

 第８０条の次に次の１条を加える。 

 （事故発生時の対応） 

 第８０条の２、指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型

通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に

係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 
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 第２項、指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採っ

た処置について記録しなければならない。 

 第３項、指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介

護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ない。 

 第４項、指定認知症対応型通所介護事業者は、第６５条第４項の単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第１項及び第２

項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。 

 第８１条第２項第５号中「次条において準用する第４２条第２項」を「前条第２項」に

改める。 

 第８２条中「、第４２条」を削る。 

 第８４条第６項中「指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる

施設等が併設されている」を「次の表の上欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中

欄」に、「ときは、」を「ときは、同表の下欄に掲げる」に改め、同項各号を削り、同項

に次の表を加える。 

 表は省略いたします。 

 １１２ページです。第８４条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多

機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表

の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されて

いる場合の項の中欄」に改める。 

 第８５条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中

欄」に、「若しくは」を「、」に、「を含む。）」を「を含む。）若しくは法第１１５条

の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する、第

１号介護予防支援事業を除く。）」に改め、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」

を「指定複合型サービス事業所（第１９４条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。

次条において同じ。）」に改める。 

 第８７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人（」を

「１５人（登録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登

録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」に改め、同号に次の表を加える。 

 表は省略いたします。 

 第９３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」

に改める。 

 第１０８条中「第８４条第６項各号」を「第８４条第６項」に改める。 
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 第１１２条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改

め、同条第７項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所」に改める。 

 第１１３条第１項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に改める。 

 第１１５条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその

他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められ

る場合は、一の事業所における共同生活住居の数を３とすることができる。 

 第１２３条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」

に改める。 

 第１３２条第９項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改

め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」に改める。 

 第１３３条ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所」に改める。 

 第１３７条を削る。 

 第１５０条第２項第９号を削る。 

 第１５３条第４項中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設、指定地域密

着型介護老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を

除く。以下第８項第１号及び第１７項、第１５４条第１項第６号並びに第１８２条第１項

第３号において同じ。）」に改め、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」を「指

定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同条第１２項中「指

定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準という。）」に

改め、同条第１３項中「若しくは指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する

指定介護予防通所介護事業所」を削り、同条第１５項及び第１６項中「指定複合型サービ

ス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

 第１７項、第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライト型

居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型

居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人

福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の合計数を基礎として算出
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しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわら

ず、１以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とする。）とする。 

  第１５４条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設」に改める。 

 第１７８条第２項に次の１号を加える。 

 第７号、次条において準用する第１０７条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等

の記録。 

 第１８２条第１項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施

設又は指定地域密着型介護老人福祉施設」に改める。 

 第９章の章名を次のように改める。 

 第９章 看護小規模多機能型居宅介護 

 第１９２条中「（以下「指定複合型サービス」という。）」を「（施行規則第１７条の

１２に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において「指定看護小規

模多機能型居宅介護」という。）」に改める。 

 第１９３条第１項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

の」に、「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、

「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合

型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「指定複合型サービス

を」を「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「指定複合型サービス事業を」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合型サービス」を「行う指定看護小規模

多機能型居宅介護」に改め、同条第３項及び第４項中「複合型サービス従業者」を「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第６項中「指定複合型サービス事業所」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「行う指定複合型サービス」を「行う指

定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型

居宅介護従業者」に改め、同条第７項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」に改め、同条第８項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計

画」に改め、同項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所」に改め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合

型サービス事業者（指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合

型サービス」という。）の事業を行う者をいう。以下同じ）が」に、「指定複合型サービ

スの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。 

 第１９４条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所」に改める。 
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 第１９５条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定複合型サービス事業所（指

定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。）」に改める。 

 第１９６条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に、「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業

所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同項第１号中「１５人」を

「１５人（登録定員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、

登録定員に応じて、次の表に定める利用定員）」に改め、同号に次の表を加える。 

 表は省略いたします。 

 第１９７条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改

め、同条第２項第２号イただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所」に改め、同条第３項中「指定複合型サービスの」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護の」に改め、同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。 

 第１９８条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、」を「行い」に

改める。 

 第１９９条の見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に改め、同条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改

め、同条第１号及び第２号中「指定複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護は」に改め、同条第３号中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護

計画」に改め、同条第４号中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護

従業者」に改め、同条第５号及び第６号中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第７号中「指定複合型サービスは」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護は」に改め、同条第８号中「指定複合型サービス事業者」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第９号中「複合型サービス計

画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改める。 

 第２００条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に改め、同条第３項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居

宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に
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改め、同条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所」に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め

る。 

 第２０１条の見出し中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」

に、「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め、同条第

１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、

「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報

告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め、同条第２項及び第３項中「複合

型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第４項中「複合型

サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「複合型サービス計画」

を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第５項から第８項までの規定中「複

合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第９項及び第１

０項中「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。 

 第２０２条第１項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業

者」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改め、同

条第２項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改める。 

 第２０３条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護事業者」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護の」に改め、同項第２号を次のように改める。 

 第２号、看護小規模多機能型居宅介護計画。 

 第２０３条第２項第５号中「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護

報告書」に改める。 

 第２０４条中「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、

「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「第８４条第６

項各号」を「第８４条第６項」に改める。 

 附則、この条例は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） 皆さんにかわって総括質問します。 

 一生懸命課長が読んでくれたけれども、わからない、誰も。こういう説明では、基本的

には条例改正の説明とはなかなか言いがたいと私は感じます。私もかつて説明した側の人

間として、これでは、これであなたたちわかりなさいと、理解しなさいというのであれば、

これ何でこの説明資料をつくったわけか。この説明資料をちゃんとつくってくれているの

だから、問題は改正内容でしょう。だから、改正内容の説明をもう少し考えてください。
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改正内容というと、従来はこうだったけれども、今回ではこうなりましたよと言ってくれ

ればわかること。この改正内容の説明をしてくれればいいのであって、今のように延々と

時間かけて、課長だって大変だったろう。だから、これから説明するとしたら、そういう

説明の仕方をしてください。これとてもではないけれども、皆さん聞いているだけ、耳に

入れているだけで誰も理解していない。残念ながらそんなものです。だから、そういう意

味ではせっかくこうやってつくってくれたのだから、改正内容の資料をつくるときにもう

少しわかりやすく、先ほど言ったように従来はこうだった。だけれども、ここはこうなっ

たというふうな改正にしてくれたらいいし、その改正内容だけを課長はわざわざつくって

くれた資料に基づいてやってくれればいいと私は思うのです。そのほうがわかりやすい。 

 そこで、基本的に聞きたかったのは、いろいろ説明してくれたのだけれども、言ってい

るのは大まかには名称の変更、これはこれでわかるのです。こういうものだったことがこ

ういうことに変わったよというのはわかる。そこで、ここでも言っているのだけれども、

例えば議案第２０号での言っているのは、単なる名称の変更だけではなくてここはこうい

うふうによくなりましたよということ、ここの改正の趣旨の説明の中で効果的な支援の方

法に関する基準を決めたのだよという、効果的というところでは、例えば議案第２０号で

はここ、ここ、そんなみんな言わなくてもいいから、３点ぐらい大まかに言えばいいこと

であるし、２１号も同様に名称の変更は名称の変更として捉えて、それはわかるわけだけ

れども、そのほかに改正したことによってこの点、この点は非常によくなりましたという

ような、そんな説明をしてくれると非常にありがたいのだけれども、何かその辺で特筆し

た改正点ありますか。 

〇議長（村山義明君） 小林町長。 

〇町長（小林生吉君） 説明の方法については、不十分だった点についておわびを申し上

げたいというふうに思います。 

 まず、基本的にこの２本の条例改正につきましては、３年に１度の介護保険法の改正後、

本来であれば去年の４月１日に、前に制度、条例の改正を行うべきものであったものが今

回にちょっとおくれてしまっているということであります。その点についても重ねておわ

びを申し上げたいというふうに思います。 

 地方分権の推進にかかわって、この２つの条例をかつては国の省令で定めていたものを

市町村が条例で定めなければならなくなったということで、管理の大変な、長大な条例を

今持っていて、これらの改正、３年に１回改正がされると思いますけれども、今回のよう

な多岐にわたる条文の改正を説明しなければならないという状況になっているということ

で、実際には中頓別町には地域密着型のサービスはないわけです、事業所もサービスも。

ないわけでありますけれども、もしこういう事業者が開設をしたいということがあれば、

やっぱりこれらの条例を持っていないわけにはいかないので、条例の中身は全く国が基準

として定めている省令のまんまなのです、実態としては。そういうものであるということ

をまず踏まえてご理解をいただきたいというふうに思います。 
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 そんな中で、介護保険法、２７年度の改正がされた際には、従前介護予防の関係等々に

ついて介護保険で適用していたものを市町村の事業に移行するというようなものがあって、

日常生活総合支援事業というのを新たにつくっていかなければいけないというような流れ

が１つあって、もう一つは介護保険の通常の施設だとどうしても費用が多くかかるという

ようなことから、この地域密着型のサービスの充実を図って、市町村のところで対応がで

きるようなサービスを充実をさせていこうというような基本的な方向性があるということ

です。その中で共通しているのは、密着型の介護予防サービスであっても、それから通常

のサービスであっても、今回の補足説明資料の２ページのところを見ていただければと思

うのですけれども、これは同様に予防のほうの説明でありますけれども、通常のサービス

のほうも同じような改正がなされているものであって、１つには介護予防の認知症対応型

通所介護、これらに関しては宿泊のサービスについて社会的にもいろいろ問題が生じてき

ているというようなことから、事故報告、届け出をしっかりしてもらうということと事故

報告に関する規定を設けて、安全対策、よく報道されたような問題が生じないように対応

するというのが１つであります。 

 それと、小規模多機能型の居宅介護についてもより利用をしやすいようにということで、

看護職員の配置の要件だとか、訪問看護事業所との連携といったような形の中でより利用

しやすい体制を整えていくということと従前よりも登録定員を緩和するような措置が設け

られているということであります。 

 それと、認知症の対応型の共同生活介護についても通常のこれまでのいわゆるグループ

ホーム、これらが１ユニットか２ユニットというような中でされていたのですけれども、

３ユニット、２７人になると思うのです。そういう施設規模までできるような緩和がなさ

れているというようなところが施設サービスに関してのポイントになっているかなという

ふうに思います。 

 それと、今まで地域密着型の通所介護、これは介護保険のほうにあったわけですけれど

も、これらが新たにこの地域密着型サービスのほうに移行されているというようなところ

がポイントになっているのかなというふうに思います。 

 ちょっと申しわけありません。詳細な準備ができていなかったので、説明が十分ではな

いかもしれません。ご容赦いただきたいと思います。 

〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） 町長がわかりやすく説明してくれたのはいいのだけれども、私

が言いたかったというのは、基本的に当町にはこういったことが今現状ではないのだと。

だけれども、地域密着型という言葉で言えば、これからそういったサービスを町としても

検討しなければならない。特に認知症の問題なんかも含めて、新たにグループホームなん

かの設置を考えるとか、そういった意味ではまだまだわかりやすくみんなに浸透するよう

に説明しておかなければならない内容だと私は思ったから聞いたので、これ現実にはない

から通り一遍の説明でいいだろうといってもなかなか理解しがたいところがあるので、こ
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れからこういった施設、現状はないけれども、これをないだけで通り過ぎていくというわ

けにはいかない。これからこういった施設の存在も可能性として考えられるのかどうか、

その辺を含めると議員にとっても十分に内容を周知しなければならない問題だと思うもの

で、その辺町長のこれからの問題として、こういった施設のあり方をどう捉えているのか

お聞かせいただければと思います。 

〇議長（村山義明君） 小林町長。 

〇町長（小林生吉君） 地域の介護サービス等を利用する立場からすると、さまざまなサ

ービスの選択ができるということは非常にいい環境だというふうには考えます。ただし、

中頓別町内の実際の介護に関するニーズを考えていったときに、今既存の特養があって、

養護があって、養護は介護保険の施設でありませんけれども、デイサービス、それからヘ

ルパーの事業と。これに今病院で取り組んだ訪問看護、こういったところがあるわけです

けれども、それぞれが実は採算がとれていないというところです。やっぱり特養について

も運営が厳しくなってきているし、デイサービス、ヘルパーについては赤字を町が補填す

るというような形で運用している実態があると。これらをそのままにしてまた新しい事業

者を立てていくと、お互いに競合して、結果的にはどれも運営ができないと、難しいとい

うような実態になり得るというふうに心配しています。猿払村は、今回小規模多機能事業

所をやるということでありますけれども、相当な村の負担を覚悟してやるということであ

りまして、これを我が町が同じようにできるかというと、ちょっとやっぱり難しいのかな

というふうに思います。そう考えていくと、今の長寿園の施設あるいは在宅のサービスを

このままでいいのかというような視点で見直しをしていく中で、一部をこういう地域密着

型のサービスのほうに移行させるとかというような可能性はなくはないというふうには思

っています。そういう面では、今後先ほど申し上げました既存の介護サービス、このあり

方を将来に持続できるように考えていく中で、地域密着型なり違う形での移行ということ

も含めた検討をする必要があるのではないかというようには認識をしております。今後そ

の辺十分勉強していかなければならないというふうに思いますけれども、検討の方向とし

てはそういうことになるかなということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結します。 

 これより議案第２０号 中頓別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２０号を採決します。 

 議案第２０号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号 中頓別町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 これより議案第２１号 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定の件について討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２１号を採決します。 

 議案第２１号は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号 中頓別町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 それでは、議場の時計で１０分ほど休憩します。 

 

休憩 午後 ４時０６分 

再開 午後 ４時１５分 

 

〇議長（村山義明君） 休憩前に戻り会議を開きます。 

 

    ◎議案第２２号 

〇議長（村山義明君） 日程第２２、議案第２２号 中頓別町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定の件を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第２２号 中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について、吉田保健福祉課参事から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） それでは、中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明いたします。 

 １５５ページをお開きください。議案第２２号 中頓別町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の制定について。 

 中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 
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 １５９ページをお開きください。制定の要旨であります。平成２６年４月に国基準賦課

限度額が医療分５１万円、後期高齢者支援分を１４万円から１６万円に、介護分を１２万

円から１４万円にそれぞれ引き上げされ、続きまして平成２７年４月からは医療分５１万

円から５２万円、後期高齢者支援分を１６万円から１７万円に、介護分を１４万円から１

６万円にそれぞれ引き上げされ、平成２８年度の４月からは医療分５２万円から５４万円、

後期高齢者支援分を１７万円から１９万円にそれぞれ引き上げされることが決定されまし

た。当町としましては、町民の負担を考慮し、これまで据え置きとしてきましたが、近隣

町村におきましても国基準賦課限度額の基準に合わせ随時引き上げが行われていること及

び平成３０年度から道が国保の財政運営の責任主体となり、国保税の賦課については道が

算定する標準保険税率を参考とし、市町村が賦課額の決定をすることとなるため、新制度

開始に向け当町におきましても平成３０年度までに国基準賦課限度額に合わせる必要があ

るため、平成２８年度から一部引き上げを行うことにしたものであります。 

 なお、別紙資料につきましては、国基準によりますこれまでの限度額の推移及び宗谷管

内の平成２７年４月現在の状況となっております。 

 １５６ページをお開きください。条文を読み上げたいと思います。第２条第２項ただし

書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３項ただし書中「１４万円」を「１７万

円」に改め、同条第４項ただし書中「１２万円」を「１４万円」に改める。 

 これは、課税についての規定となります。 

 第２３条第１項中「５１万円」を「５２万円」に、「１４万円」を「１７万円」に、

「１２万円」を「１４万円」に改める。 

 これにつきましては、減額する場合の基準を規定するものであります。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

いたします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 星川さん。 

〇７番（星川三喜男君） ちょっとお尋ねします。 

 改正の要旨、２８年４月からは５２万円から５４万円になるのでしょう。でも、一部の

改正条例を見ると５１万円を５２万円に改めるのだから、ここをどんなふうにとればいい

のか、ちょっと教えてください。 

〇議長（村山義明君） 吉田保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（吉田智一君） ２８年度からは、国基準、医療分５４万円、後期分１

９万円、介護分１６万円にはなることで国のほうは決まってはいるのですけれども、一度

に上げますと全部で１２万円上げることになるものですから、全額を一気にでなくて、一

部、半分の６万円を上げる規定で今回上げています。また、来年に残り半分をできれば上

げさせていただきたいというふうに考えています。 
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〇議長（村山義明君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第２２号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号 中頓別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎議案第２３号 

〇議長（村山義明君） 日程第２３、議案第２３号 中頓別町立自動車学校運営に関する

条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第２３号 中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、遠藤総務課長から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） 議案第２３号 中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一

部を改正する条例の制定について。 

 中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 １６３ページをお開きください。改正の要旨であります。運転免許取得者教育認定講習

料の徴収に関する条例第１６条中第５条は、道路交通法第１０８条の２第１項第１２号に

掲げる法定講習、高齢者講習でございますけれども、と同等の効果を生じさせるために行

う講習であります。本件に関しましては、公安委員会ではこれを３号課程と呼んでおりま

す。公安委員会からは、この３号課程未実施の運転免許取得者教育機関については、実施

の検討を進めるようにと通達が来ているところであります。当自動車学校としても今後少

しでも歳入をふやすためにこの３号課程の講習に力を入れていく必要があるが、これを円

滑に進めるためには通常行っている法定講習の同額の手数料にて徴収する必要があること

から、条例の一部を改正をするものであります。 

 条文ですが、中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一部を改正する条例。 

 中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一部を次のように改正する。 
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 第１６条第５号中「８，０００円」を削り、同条同号に次のように加える。 

 イ、７０歳以上７５歳未満の者、５，６００円。 

 ロ、７５歳以上の者、５，２００円。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行するという内容であります。 

 ただし、補足をさせていただきますけれども、第１６条第５号の中で今現在８，０００

円を徴収することになっているのですが、国の公安委員会の規定ではここに記載されてい

るとおり７０歳以上７５歳未満の者についての法定講習料は５，６００円ということにな

っておりまして、当然受講者は安いところで受講するわけでありまして、そうなるとうち

の学校では講習を受けていただく方がいないという実態になります。ただし、現在も法定

講習は行っております。これは、公安委員会が自動車学校に対して講習をしてくださいと

いうことで来ているのですが、これについては５，６００円を集めていまして、これを公

安委員会のほうに一度納めることになります。ところが、その全額講習料として自動車学

校に来るわけではなく、一部事務手数料を差し引いて今は自動車学校のほうに納められて

いるということになっておりますので、これを３号規定でやることによって独自に実施で

きて、その講習の結果は免許更新につながるということになりますので、そういう意味で

は自動車学校としてはこれを独自にやりたいという考え方を持って、講習料については法

定講習と全く同じ額でやることで利用者に関する不便というか、増額するようなことはし

ないで対応していきたいという考え方で今回の改正をしたいということでありますので、

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） ちょっと意味わからないところがあるので、確認させてくださ

い。ここでいう７５歳以上の者というのは、法定講習とは違うのですか。その辺だけ。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） ここでいう７５歳以上の者の講習に関しては、法定講習では

ありません。ただし、この改正の要旨に書いてあるとおり、道路交通法第１０８条の２第

１項第１２号に掲げる高齢者講習、これも法定講習の一部であります。ですから、どちら

を受けても申請はできると。ただし、通常でいう免許更新のときの事前にやる講習に関し

ては期間があって、１年間そのことは認められます。ところが、３号課程の取り扱いにつ

いては、これは講習から６カ月間というふうに決まっておりまして、その間免許更新に行

く場合については利用できる。それを超えてしまうとそれは使えないことになりますので、

ただそこについては自動車学校としては決してそれを無駄にすることなく対応していただ

くために、今回３号課程を受講した方にはその方の免許更新の日程は学校のほうでも確認

しますので、それによって通知を出して、必ず行っていただけるように、失効しないよう

に手続はとりたいということですので、どちらの講習を受けても原則的には免許更新に使

えるという形になります。 
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〇議長（村山義明君） 東海林さん。 

〇６番（東海林繁幸君） もう一つ確認します。 

 実は、昨年私とりました。８，０００円でしたよね。それがこれからは５，２００円に

なりますよという捉え方でいいのですか。その辺だけ。 

〇議長（村山義明君） 遠藤総務課長。 

〇総務課長（遠藤義一君） そういうことになります。 

〇議長（村山義明君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ないようですので、質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討

論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第２３号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２３号 中頓別町立自動車学校運営に関する条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第２４号 

〇議長（村山義明君） 日程第２４、議案第２４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計

画の変更の件を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第２４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更につ

いて、長尾総務課参事から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 議案第２４号について説明します。 

 別途配付されております議案第２４号をごらんいただければと思います。議案第２４号 

中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更について。 

 平成２２年度において策定した中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の一部を別紙のと

おり変更することについて、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用する

同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 ２ページ目の変更の要旨をごらんください。今年実施する国保病院リハビリ施設増設事

業に対し、過疎対策事業債の充当を行うため、計画の変更を行うものであります。 
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 ３ページをごらんください。区分欄６、医療の確保において、変更後欄、（３）、事業

計画で事業名欄、（１）、病院、事業内容欄、国保病院リハビリ施設増設事業、事業主体、

町を追加するものです。 

 ４ページ目の参考資料においても同様に事業名、事業内容、事業主体を追加し、概算事

業費欄、事業区分欄において変更後の事業費を追加したものでございます。 

 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第２４号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号 中頓別町過疎地域自立促進市町村計画の変更は原案のとおり可

決されました。 

 

    ◎議案第２５号 

〇議長（村山義明君） 日程第２５、議案第２５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計

画の変更の件を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第２５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて、長尾総務課参事から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 長尾総務課参事。 

〇総務課参事（長尾 享君） 議案第２５号についてご説明いたします。 

 １６４ページをごらんください。議案第２５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更について。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８

項の規定に基づき、上頓別・岩手・小頓別・秋田辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

別紙のとおり変更する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 本計画は、平成２８年度より橋梁及び林道整備事業を上頓別及び小頓別地区において実

施することを予定しており、その財源として辺地対策事業債を充当するために辺地計画の
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変更を行うものです。 

 それでは、１６５ページをお開きください。変更部分についてご説明させていただきま

す。２の公共的施設の整備を必要とする事情において、道路に中頓別町管内平野橋橋梁長

寿命化（修繕）事業及び中頓別町管内支陸橋長寿命化（修繕）事業を追加し、必要とする

事情として、本路線は地域住民の日常生活、コミュニティ活動を図る上で欠くことのでき

ない路線であり、安全性向上のため、修繕及び設計が必要であるを追加し、さらに林道に

林業専用道天北線開設事業を追加し、必要とする事情として、林業専用道の整備により、

森林整備の効率化や林業経営の安定化を図るとともに、雇用と地域経済の促進を図る必要

があるを追加するものです。 

 続きまして、３の公共的施設の整備計画において、道路に中頓別町管内平野橋橋梁長寿

命化（修繕）事業ほか１事業を追加し、事業費に２，２００万円、財源内訳、特定財源１，

５４０万円、一般財源６６０万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額に６６０万円

を追加し、林道に林道専用道天北線開設事業を追加し、事業費に２，１００万円、財源内

訳、特定財源に１，０７１万円、一般財源１，０２９万円、一般財源のうち辺地対策事業

債の予定額に１，０２０万円を追加するものです。 

 以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。ありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第２５号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更は原案のとおり可

決されました。 

 

    ◎議案第３１号 

〇議長（村山義明君） 日程第２６、議案第３１号 中頓別町道路線の変更の件を議題と

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（小林生吉君） 議案第３１号 中頓別町道路線の変更について、山内産業建設課
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技術長から説明させていただきます。 

〇議長（村山義明君） 山内産業建設技術長。 

〇産業建設課技術長（山内 功君） それでは、説明させていただきます。 

 １７１ページをお開きください。議案第３１号 中頓別町道路線の変更について。 

 道路法第１０条第３項の規定に基づき、中頓別町道路線を下記のとおり変更する。 

 平成２８年３月１日提出、中頓別町長、小林生吉。 

 １、変更前の路線、整理番号１１７、路線名、あかね２号線、供用開始の区間、起点、

字中頓別１５５の２、終点、字中頓別１５９の５、延長１６３メートル、用地幅員、最大

９．５メートル、最小９．５メートル。 

 変更後の路線、整理番号１１７、路線名、あかね２号線、供用開始の区間、起点、字中

頓別１５８、終点、字中頓別１５９の９、延長１６１．９８メートル、用地幅員、最大１

４．１７メートル、最小１０．０４メートルとなります。 

 路線の場所につきましては、配付させていただいていました町道路線の説明資料のとお

りでございます。 

 変更理由につきましては、道路改良の完了に伴い、延長及び用地幅員を変更並びに地籍

調査による起終点の変更をするものです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。 

〇議長（村山義明君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 質疑なしと認め、質疑を終結し、これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） 討論なしと認め、討論を終結し、これより議案第３１号を採決し

ます。 

 お諮りします。本件は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３１号 中頓別町道路線の変更は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 

〇議長（村山義明君） これで本日の日程は全て終了しました。 

 お諮りします。あす３月２日から３月４日までは休会としたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（村山義明君） ご異議なしと認めます。 

 よって、あす３月２日から３月４日までは休会とすることに決しました。 
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    ◎散会の宣告 

〇議長（村山義明君） 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ４時３８分） 
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